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渡邊 民俗的知識の動態的研究

民 俗 的 知 識 の 動 態 的 研 究

   沖縄 の象徴的世界再考

   渡 邊 欣 雄*

緒 言

1.民 俗的知識の成 層性

2.民 俗的知識の正当性

3.民 俗的知識の拮抗性

4. 民俗的知識の伝統性と非伝統性

5. 民俗的知識の動態的把握

 緒   言

 「多くの人類学者たちは,既 知のものよりはその識者のほうにより多 くの関心をよ

せているし,告 げられた内容の客観的 リアリティに関する問題よりも,む しろ告知者

やその告知内容の社会的位置に関心を抱いている」[FIRTH l973:83]。

 本稿において筆者は,ま さにファース(R.FIRTH)の 指摘するような人類学者の一

人である。多 くの人類学者たちは異文化の研究のなかで,そ のコミュニティ内部にお

いて一般常識とされているであろう(と 人類学者の信ずる)人 びとの知識よりも,む

しろその情報源としての知識や人物に,近 年とりわけ多 くの関心をよせているし,し

たがって情報としての知識が,そ のコミュニティ内部において客観性,す なわち何人

たりとも同一の知識を保持 しているということを前提 とした普遍的知識である,と す

るよりは,そ の知識のコミュニティにおける相対的位置,情 報提供者の知識の社会的

位置こそ問題であるとして,主 要な関心を抱いてきているのである。これまでに報告

されてきた民族誌的データが,対 象 とする社会の一般常識にもとついたものであると

する根拠は,な にもないか立証困難である点も多 く,ま してやそのデータが客観的で,

当該社会に普遍的であると軽々しく断定することができないほど,今 日,人 類学者の

主観 と話者の個別性があからさまになっている時代 もないか らである。沖縄社会も決

して例外ではない。いな,人 類学者を中心とする研究が数十年このかた累々として積

まれ,一 つのコミュニティに複数の研究者が接触 して相異なる研究を展開し,現 在も

それを増進 しているという,調 査研究のありかたやそれにともなう問題が数々とりあ
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げられてきた地域であるか らなおさら,人 類学者の主観や視点もさることながら,な

ににもま して話者の主観やその知識の諸般の性質が問題 とされねばならな い ので あ

る。言葉をかえていえば,研 究者側の主観や視点の相違に関する問題は,す でに筆者

[1985]を はじめとして幾人かの沖縄研究者たちが,こ れを研究史 として位置づけ,幾

度とな く議論をくり返 してきたことであるが,対 象 とする社会の生活者の主観 話者

の知識に関 しては,こ れまであまり問題にされては来なかったのである.a

 話者の知識,本 稿ではそれを民俗的知識と総称 しているが,そ れがなぜ重要な問題

となるかというと,第1に 民俗的知識には,あ る種の 「成層性」があって均質 ・平板

な一様性を帯びていないということ,し たがって多 くの社会で指摘されてきたように,

コミュニティにはキイ ・インフォーマントなるものがあって,民 族誌や理論の根拠は

多 くかれ らの知識に依存 してきた,と いうことである。 しか しキイ ・インフォーマン

トの知識は,当 該社会の一般常識とはかぎらないし,客 観的 ・普遍的なるものとは決

していえるものではない。第2に 民俗的知識は,そ の陳述か ら判断できる幾つかの性

質のちがいがあり,そ れは知識の正当化の相違,あ るいは客観的秩序の主観化の相違

ともいうべき種類の相違がみとめられる,と いうことである。民族誌的記述をめざす

研究であればなおさら,同 一対象に対する解釈の質的相違に左右されやすいであろう

し,ま たその陳述的性質にもとついて研究者もまた民族誌を記述することになりかね

ない。第3に 民俗的知識は,し ばしばコミュニティ内部における知識の拮抗性 にもと

ついている,と いうことである。これは第1の 理由にあげた 「民俗的知識の成層性」

とは論理的に逆の状況にもとついたものであるが,い いかえればコミsニ ティ内部に

おける 「知識の闘争や葛藤がある」 ということである。知識に成層性があるというこ

とは,あ る知識や見解 ・解釈に対 して支持する知識があり,か つまたその逆 に不支持

もあるということである。同一の神話や儀礼に対 して,そ の解釈に関 し,ち がった二

つあるいはそれ以上の解釈の相違が,同 一のコミュニティ内部に併存 している,と い

うことである。もしもそれらの話者および話者のもつ知識の社会的位置が対等であっ

たとしたならば,研 究者はいずれかの立場を代表するよう研究者側で選択をせまられ

るか,両 者あるいはそれ以上のデータを併記せざるをえな くなるであろうが,お おか

たはこれまで前者のような操作をほどこしてきたきらいがあるのではないか。この問

題は,あ わせて知識の発生 と勢力の獲得化が問題 となるはずである。第4に 民俗的知

識は,個 人のうちに変化 しうる特徴をもっている,と いうことである。コミュニティ

においては前代の知識を極力継承 していこうとする反面,前 代にはなかった知識を獲

得 しようとする要求がある。前者を 「知識の伝統性」というならば,後 者は 「知識の
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非伝統性であり創造性」である。従来は後者の問題を,環 境の変化や変化を リー ドす

る客観視 しうる社会の動態的主要因一たとえば社会の生産力など一にもとめようとつ

とめてきた研究者が多い。 しかしその研究者側の,知 識の変化や創造の原因説明は,

しばしば話者の原因解釈と相容れない場合がある。話者にも伝統をうち破るべき理由

があり,文 化のエミック1)と して,十 分これを重要視すべきであろう。

 民俗的知識の問題がなぜ重要視されて しかるべきかは,以 上のような四つの代表的

理由をのべるだけで十分であろう。一つのコミュニティのなかで,も しこれだけの知

識の不均質 ・可塑性 ・可変性が指摘できうるとすれば,わ れわれはあらためて民族誌

の情報源としての話者の知識のさまざまな特質に関して,再 考をこころみる必要性が

生 じて くるはずである。筆者は本稿において,上 記のような民俗的知識の諸特質につ

いてのべるにあたり,沖 縄本島北部にある行政村,東 村内の諸村落の例をとりあげな

がら,議 論を展開しようとする。議論はその性格からして,い わゆる文化のエティッ

クに関する研究であるよりも,む しろ文化のエミックに関する研究,と いうことにな

る。ただし民族誌的研究はもとよりのこと後述するような文化の象徴論的研究にとっ

て,民 俗的知識の0般 的特質について問題 としないエミック的解釈が,い かに危険で

しばしば当該社会の誤解にみちび くものであるか,を も指摘することを目的としてい

る。

 本稿はその副題に 「沖縄の象徴的世界再考」とうたってあるが,そ れは問題 とする

民俗的知識を象徴的知識にかぎる,と いうことではない。象徴あるいは象徴表現の背

景となる知識は,民 俗的知識の一部ではあってもそのすべてではないので,い わゆる

象徴的知識の理解のためには,で きるだけそれ以外の知識との相対を究めねばな らな

い[c£BERGER&LucKMANN 1966;SPERBER 1974]。 ただ,沖 縄研究において

とりわけ文化のエミックの問題 として,話 者の知識が例証されてきたのは,こ の象徴

的知識の問題である[ie.吉 田 1982:1-21]。 象徴は知識の装置で あ るとい う前提

[FIRTH l973]を ふ くめて,沖 縄の象徴的世界の背景たる知識を,お もな対象 として

ひろく民俗的知識の特質に関する議論を展開 してみたい。なおここにいう 「知識」 と

は,き わめて唐突な説明になるが,シ ュッツ(A.ScHuTz)の いう 「知識knowledge」

の定義にしたがいたいと思う[SCHUTZ 1970]。 すなわち知識とは 「日常生活をいと

1)エ ミックとエテ ィックとい う概念の区別は,久 しく人類学者の民族誌 的記述の使 いわ けに用

い られてきたが,話 者 のエ ミックもつきつめてかんがえれば人類学者のエティックであ るか も

しれぬ し,エ テ4ッ クといえ ども人類学者のエ ミックだともいえ る。 しか し,こ う した弁法の

妙 に関 してあ らたな問題を投ずることは,本 稿の主 旨に混乱を与え るだけであ り,旧 来のよ う

な意味で ここで は使用することに したい。
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なんでいる人間にとって,当 人がそう考える ものすべてで あ る」[SCHUTZ 1970:

367],と いうことである。それはありとあらゆる種類の行動や活動の処方箋である。

知識にはしたがって専門家的なものから,ま ったく曖昧なものまでがふ くめられる。

ある人間が知っている ことのすべて は,シ ュッツ に したが えば 「知識の蓄積」

[SCHURTZ l970:367]で あり,そ の蓄積は全体 としてみれば,ま とまりや一貫性

を欠いており,部 分的にしか明晰なものではない。 しか し行為において満足な結果を

うみ,そ の教説(陳 述)が 満足な説明をあたえるかぎり,知 識は行為者の目的に奉仕

する。知識はしたがって統一性や一貫性のある処方箋だけにかぎられるものではな く,

正 しい認識のもととなる処方箋だけに限定されるもので もない。ましてや知識は 「文

明」段階の人間の独占物ではない し,特 定階級の特権の一つでもない。まさにシュッ

ッの提唱するいみでの知識とは,レ ヴィ=ス トロース(C.LﾉVI-STRAuss)が かつて考

えたような時間二空間にかかわらず,全 人類が分有 しうる 「思考様式」と,そ の性質

において同一のものなのである[c£LﾉVI-STRAUSS l962】。

 なおまたここに 「民俗的」 という形容詞をつけて,対 象 としての知識を限定 しよう

とするのは,ま えにものべたようにそれが研究者の知識ではな く話者の知識であるこ

との言いかえに由来 しているが,もとよりそれが文明的知識とか上層階級の知識,あ る

いは新 しい知識などと対称をなすような知識をいみするものではないことは,当 然の

ことである。日本で民俗的知識に関 し,はやくか ら注目してきたのは柳田国男[1967:

217-244]で あった。かれは 「平民の精神状態」,すなわち 「平民」の心意現象の0つ

として,か れらの知識を知ることの重要性に注目し,か れらの知識の種類,知 識の進

化に関する一般的見解を公表したが,柳 田の注目した知識は「昔のままで残っている」

知識,「 過去の人々のもっていた人生知識」なる 「旧知識」で しかなかった。 柳田は
                  チヨウ

かれのいう 「推理的知識」の一部である兆の知識だけに注 目するような内外のフォク

ロアのまちがった研究傾向を戒めたのは,当 時としてまことに卓見であり,民 俗的知

識の対象範囲を,か れのいう 「批判的知識」にまでひろげたことは今 日の議論にも十

分たえ うるものではあるが,民 俗的知識をかれの知性進化論からして 「平民の旧知識」

の復原を意図 したことは,本 稿の研究対象とは根本的にことなっている。民俗的知識

は,あ らゆる特定の知識になりうることで,知 識一般 と区別はないし,区 別すべきも

のではない。しかしあえて民俗的知識 と対称的な知識を代表させるなら,知 識の質量

を向上させようとする目的で教化され,植 えつけられてきたような知識である。レヴ

ィﾘス トロ0ス にいわせれば,民 俗的知識とは 「野生 の思 考la pens馥 sauvage」 と

いうことになるであろうが[1962],こ の場合の 「野生sauvage」 とは,「 野蛮 の」
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「未開な」 「ふるい」思考をいみするのではなく,特 定の教条によって馴化 されてい

ない思考をいう[SPERBER 1985:70-71]の であって,そ の意味で筆者のいう 「民

俗的知識」に類似 している。民俗的知識が馴化され,特 定の目的のために訓練されつ

づけるならば,そ れは特定の用途,た とえば科学的知識にもなりうることは,ヨ ーロ

ッパ近代の知識の変化を例証するまでもなくあきらかである。民俗的知識は,こ のよ

うにあえて対極を設けるとすれば,馴 化され,植 えつけられ,質 量の向上のはかられ

うる広義の科学的知識であるが,し かしこの両者の区別がきわめて難しい知識の分野

が存在することは,あ らかじめ念頭においておかなければな らない。たとえば中国の

「風水」の知識がそれである。「風水」を 「中国科学」だとか 「疑似科学」だとか称す

る議論 もあるが[Feuchtwang 1974],「 人生知識」 とか 「生活知識」という民俗的

知識の代用語があるとすれば,漢 民族にとって 「風水」は「科学」であると同時に 「生

活知識」である。要するに民俗的知識を科学的知識と区別 し,あ るいは区別 しようと

するのは,第 三者の立場,異 文化か らの来訪者の側であって,そ こに生活 している当

人たちには何 らの知識の区別 も生じない。馴化されない野生の知識 というレッテルも,

したがって来訪者側のもので,対 象社会のものではない。民俗的知識 というものも,

したがって便宜的に馴化された,た とえば大学受験のときに有効なだけの受験知識の

ようなつ くられた知識とは区別 してはみても,決 して絶対的で相互置換の不可能なも

のではない。民俗的知識とは,そ れは話者の知識である,と いうより以上の限定 され

た定義は,お そらく不可能であろう。ただしこの民俗的知識に関する限定的用法も,

異文化間 コミュニケーションのためのカテゴリーとしては有効であっても,自 文化研

究,と りわけ郷土研究に関 して有効かどうかの保証はない。少なくとも論理的にはま

ったく保証されないであろう。話者 ・研究者の双方に民俗的知識は,論 理的に共有さ

れているし,あ るいは共有されうるからである。やがて異文化があたかも自文化の0

部となるとき,異 文化研究者といえども個人的経験 として,こ のような体験は不可避

となるであろうと思われるが,相 互に共通する知識にもとついて,た がいに他者をど

のように 「理解」 しあえるか,本 稿ではとくにとりあげないが,さ らに 「相互理解」

の質量が問題 とされて くるであろう。

1.民 俗 的知識の成層性

 個人間には知識の質量の差があるということ,い いかえれば知識には正 当 な 知 識

(正 しい知識)と しからざる知識(あ いまいな知識,あ るいはまちがった知識)と いう

                                     5
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知識の質的な差があり,他 方にはよく知っているという知識状態とあまりよく知らな
〆
い,あ るいはまった く知らないという知識状態という,知 識の量的な差が存在 してい

る2)。 したがって多 くの社会では,正 当な知識をよく知っている者が,あ いまいであ

まりよく知らない者に対 し,そ の知識を伝受 しようとしている。この文化の伝達物 と

しての知識の送 り手からすれば,こ れは 「教育」であろうし,受 け手か らすれば 「学

習」であろう。 こうして世代を越えておな じ知識が伝達されていくという状態,こ れ

が 「伝統」である。われわれが対象 とする社会をしばしば 「伝統的社会」 と称 し,伝

達されつつある知識か ら,と りわけ過去の知識を復原 しようとしてきたことの前提や

仮定には,知 識のこのような一方的な流れがあるものとの確信や推測があるのである。

しかしこのような確信や推測がはたして正 しいか,と いう川田順造[1976]の 議論が

あり,こ れはまたのちほど触れる必要がある。

  「伝統的社会」には,そ の前提としてコミュニティ内部における知識の差がなけれ

ばならない。がしかしこの知識の差は,知 識そのものの差であるようにみえて,し か

し実際には知識に対する評価の差にもとついている。そしてその評価は,当 該社会の

社会的目的と不可分である。たとえば 「馴化された知識」に対する評価は,中 国2100

年余の歴史が物語 るような 「科挙」試験によっており,知 識の差が任官の差,一 族の

名誉の差となってあ らわれ,知 識のピラミッドによる政 治制 度を構 成 していた[c£

BAKER l979:53-56]。 このような知識の評価による政治的統一は,文 語によるもの

であって口語によるものではないことは,ま さに中国の特色を如実にしめすものであ

るが,し かしこのような 「馴化された知識」に随伴する,客 観的というよりは合法的

な知識評価の質量規準は,お よそ民俗的知識には存在 しないか,あ るいはまったく別
                     ヒガシ
の判断にもとつ くものである。たとえば沖縄 ・東村における女性祭司でその最高位に

くらいするヌル(祝 女)の 公的祭祀に関する知識は,そ の宗教的権利とともに絶対的

で最高の水準にある。合法的な知識評価の規準は,ヌ ルという公的な地位そのものに

由来するか,神 の託宣をうけることのできるメディエィターとしての地位によってい

る。すなわちヌルの知識というものは,第 三者によって 「測る」 ことや 「試す」 こと

のできないものである。

2)馬 淵東一 は話者 の知識の諸性質に関 し,早 くか ら注 目して きた研究者である。そ して民俗的

知識 が各部 族社会 において,ま った くことなる性質や関係 にあることを指摘 していた。た とえ

ば 「歴史的知識」 に関 し,台 湾のパ イワン ・ルカイ ・パ ナパナヤ ン族では世襲の頭目あ るいは

その親族の古老 たちの独占で,平 民家が 「無知」に等 しいのに対 し,ア タヤル ・ブヌン族のあ

いだでは,若 干 の古老たちが知識の持 ち主で,特 定の家柄 ・階級 に集中することはない とい う

[1974:222]。 そ の他民俗 的知識の諸般に及 ぶ性質をあきらかに しつつ,モ ノグラフを描 く慎重

な記述は,本 稿 の目標を与えた ものと評価できよ う[c£ 馬淵 1974b;1974c]。

6



渡邊 民俗的知識の動態 的研究

                     ヒガシ   タイラ  カワタ

 筆者が1969年 において実見 した例であるが,東 村の平良 ・川田で旧暦6月 の大祭で

あるウフウイミの行事(稲 の収穫後の収穫感謝祭)が 行なわれていたときのことであ

る。当時は前代のヌルが死去 し,後 任のヌルがいまだ決まっておらず,ヌ ル候補者が

二人いても,候 補者はまだ正式な行事参加が許されていない時期であった。したがっ

てヌル以外の女性祭司一かの女 らを総称してカ ミンチュ(神 人)と よぶ一によって行

事が行なわれていた。行事のなかでは重要な祭場で,神 への祝詞であるウムイ(オ モ

ロと通称されている)を カミンチュたちが太鼓にあわせて唱和するのであるが,こ の

ウムイの歌詞をカミンチュたちが歌いまちがえたことがあった。ウムイは13曲ほどあ

るが,そ のうち特定の祭場で,特 定の神歌(ウ ムイ)が 唱和される。特定の祭場にお

ける特定の儀礼行為 と同様,歌 詞や曲の順序は絶対にまちがえてはならぬものである。

そのまちがえを指摘 したのは,ほ かならぬヌル候補のうちの一人であり,か の女はそ

のときこの行事には参加 していなかった。かの女は神の託宣をうけることのできる能

カー沖縄の言葉でいえばサーダカウマ リ(霊 力の高い生まれ)一 をもった存在であり,

それだからこそウムイの歌詞のまちがえをどこにいようと知ることができ,指 摘でき

たのだとされている。かの女自身はそのとき 「カミダーリー」にあったからだと主張

しているが,す なわち神の知らせを受けることのできるヌル候補の 「正当な知識」は,

神の知 らせによって啓示されたものである。このように民俗的知識は,評 価 ・判定の

結果その質量の差があきらかになり階級や地位の差をもたらすのではなく,特 定個人

の地位や特権が知識の質量を決めていることが,い たって多いのである。

 「伝統的社会」における知識の差,す なわち評価は,こ のように特定個人の地位や

特権の差にもとついていることが多い。さきのヌル候補およびヌルは,公 的宗教儀礼

に関 してその知識は絶対であり,コ ミュニティ内部における評価は,「ヌルであれば,

シチビー(節 日)・ ウイミ(折 目)や カ ミグトゥ(神 事)の ことならなんで も知 ってい

る」ということになる。はたして本当に 「なんでも知っている」のかどうか 「試す」

というかんがえは,そ もそもありえないことであるし,た とえじっさいにあった とし

てもきわめて住民にとっては異常なで きごとであって,な んにせよヌルの知識は 「試

される」べきものではないのである。 しかし住民か らはこの種の人物は 「なんでも知

っている」という評価をうけており,こ の状態を筆者はかりに 「全知」 と称すること

にしておきたい3)。「全知」としての存在は,な にもヌルにかぎったことではない。さ

きにも記したように,コ ミュニティ内部には特定個人が固有の知識をもちうる地位や

3)沖 縄 ・東村においては,「全知」の最 も適当な人物の ことを 「ヌサ リム ン」と称 している。主

として年輩の者 たちのあいだで用いるといい,「 とびぬけて知識のある人」を さす とい う。「ヌ

サム リン」の知識は,も ちろんの こと,成 績の良 し悪 しで判断されるような知識ではない。
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特権が,い ろいろと存在 している。老人の知識というものは,沖 縄でも 「全知」の典

型であるが,研 究者の付記によ く登場する 「古老」がかな らずしもすべて 「全知」で

あったわけではない。 コミュニティの人びとは 「古老」の人生経験や知識のちがいを

よ く知っていて,自 分の知識にまさるものに対 して,一 定の評価を下 している。われ

われが話者を探すまえに,す でにコミュニティ内部において 「古老」は選択されてい

るのである。すなわちわれわれ来訪者の側 もまた,調 査目的を達成するにあたって,

「あの人ならみんな知っているから,あ の人に聞きなさい」とよ く現地ですすめられ

る。現地の知識の評価に応 じて,話 者をすすめられる好例である。現地で推薦をうけ

たからというのでその人をたずねてみると,事 実,現 地で評価をうけている人びとの

多 くは,あ らゆるわれわれの質問に応 じてくれ,か くてわれわれの調査報告もこのよ

うな人物の情報にもとついて作成されがちである。いわゆるキイ ・インフォーマント

となる話者である。このような話者がコミュニティにとっても,ま たわれわれにとっ

ても 「全知」であるならば,あ る特定の知識 しかもちあわせぬ話者も,あ る問題につ

いてはまったく知らぬ話者も,あ るいは 「全知」にてらしてまちがった,あ るいはち

がった知識をもっている話者もいる,と いうことになるはずである4)。 もちろんこの

ような分類は,な んどもいうように 「客観テス ト」なるものによって測り試すことの

できないものであり,そ れはまった く住民の生活経験やひごろの情報交換によって評

価を与えられた分類である。よ しんばその知識あ差が来訪者の経験にてらして判明で

きたとしても,来 訪者の経験は遅か らず上記のようないずれかの分類に,住 民によっ

て再評価されうるであろう。「すべてを知っている」とする知識を 「全知」と称 しうる

とすれば,そ の0部 しか知 らぬ知識を 「部知」,ま ったく知 らないという知識状態を

「無知」,そ して「全知」にて らしてちがっているかまちがっている知識を 「偽知」と

称することができるであろう。このような知識の差が認められるとすれば,民 俗的知

識は成層性を帯びていると称することができる。であるから,全 知⊃部知⊃無知とい

う包摂関係 と,全 知→偽知 という偽知の可変的状態が確証されてはじめて,全 知が文

化を代表する知識であるということができるはずである。上記のような包摂関係と可

変的状態がある場合,知 識の成層は整合的であると称することができる。全知 と偽知

の問題は,後 述する知識の闘争の問題 にくわしく触れるので,本 節では例としては掲

4)ま ちがった知識ではないが,「信用のない知識」 とい う,い わば 「部知」 にも属 しうる知識に

対する名称や諺の類は,数 多 く存在す るよ うである。沖縄 ・東村で は,学 問は したが仕事は し

ない,あ るいは実用的知識のないもの に対 し 「ガクブ リ」な どといっていたようである。 「学

問(シ ミ)や しっちょ0し が,事 や知 らん」[琉球大学民俗研究 クラブ 1961]な どとい う諺 も

あ る。 また,頭 が効 きす ぎて悪 が しこ く思われる人間に対 しては,「 ミッチ ャマ ヤ0」 など と

い うという。
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げるが,あ まり深 く追究 はしないことにしたい。む しろ例に掲げたいのは,知 識の成

層性に関する一例である。
                     ゲ サ シ

 沖縄本島東村の南部にある50戸ほどの古村,慶 佐次には,東 村内の他の村落にはあ

まりみかけない 「フンシガ ミ」と称する屋敷神を祀っていると聞いたので,こ の村落

に滞在 して,こ の神はどのような神か,な ぜ祀るのか,誰 が祀るのか,ど のように祀

るのか,な ど疑問の生ず るままに,0連 の質問を幾人かの人びとに行なってみたこと

がある。

 Aと いう古老,い まではこの村落で最年長の男性であり,こ の村落の過去 ・現在に

わたって,住 民たちのあいだでも 「よく知 っている」人物として高い評価を得ている
         ヤンバル

人物である。往時は山原船をもち人を雇 って木材その他の交易に従事 していたが,い

まは農業1本 で妻 とともに余世をおくっている。最初にかれにこの神について尋ねた
             アガリ

と ころ,「 む か しは 山 の ほ う,東 に フ ンシガ ミが あ った。自分 の家 で は と くに祠 を設 け

                       ウコの
て拝んではいなかったが,自 分の家では自分の父が線香をあげて旧暦1日 やヤシキゥ

ガン(屋 敷拝み,旧 暦2月 と8月 に各家庭で行なわれる屋敷浄化の儀礼)の ときなど

に拝んでいた。このムラではかなりの家々でフンシガ ミを祀っていたが,山 がそばに

ある家々で祀っていたことはたしかだが,浜 のほうにある家々で祀 っていたかどうか

はわか らない。しかし戦後になって,こ の神を祀 らなくなってしまった」という話が

得 られたのである。この村落にあるかなりの家を訪ねてまわって,こ の屋敷神につい

て聞いた話を総合 してみても,こ の話者の情報がかなりくわしい部類に属したことは,

この村落の人びとの評価とほぼ一致 している。たとえばある話者はこの神の名は知 っ

てはいるが,ど のような神かまったく知らないと明言 したし,ま た他の話者は,こ の

屋敷神を祀 っている家といない家の2,3を 知っているだけで,そ れ以上の明確な知

識はもちあわせてはいなかった。A氏 はしたがってかなりの知識をもっている人物で

あったが,残 念なが らA氏 自身の現在の実体験にもとつ く話ではな く,過 去の自分の

観察によっているために,広 義の経験的知識ではあっても,知 識が一般化されるもの

ではなかった。 くわえて話の内容か ら察すれば,フ ンシガミに関する信仰は過去のも

のであって現在のものではないかのように,筆 者の頭のなかで一般化されそうであっ

た。その後,何 軒かの家を訪ねてみれば,な るほどフンシガ ミを以前から祀っていな

かった家が多かった。しかしそれと同時に,A氏 の情報に反 して,フ ンシガミを現在

も祀っている家があり,し かもそれが数軒におよんでいたことは,A氏 の知 らなかっ

た事実であった。

 フンシガ ミに関する知識は,そ れを現在祀 っている者にまさるものはなかろう,そ
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う思ってB家 を訪ねてみたのである。 「自分の家にフンシガ ミを祀 っているのは,そ

もそも元あった家の屋敷に公民館を建てる計画があり,移 転を余儀な くされて,こ の

土地に屋敷を構えたことがきっかけである。この土地はタキサン(嶽 山,神 が鎮座す

る聖地)の 一角にあり,『カミに近い』ためにここにフンシガ ミを祀る必要がある,と

C氏 およびD氏 に言われて祀 ったのがはじまりである。もともと家を建てるべきでは

ない聖地に家を建てねばな らないのだか ら,神 の許 しをえねばならないし,わ れわれ

の願いを聞いてもらわねばな らない。そこでこの神はC氏,D氏 の指図にしたがって,

『屋敷の安全を守る神』として,か つまた 『家族の安全や健康を願 うための神』とし

て祀ったのである。フンシガ ミとしての祠があるが,こ れもD氏 が選んで くれたもの

である。毎月1日 と15日(い ずれも旧暦)に 拝むべきだといわれており,男 が拝むべ

きだともされているが,自 分の家では毎月1日 に拝み,妻 が代わりに拝んで くれてい

る。 しか し元旦には家族全員が拝んでいる。拝むときは火をつけぬ線香(ヒ ジル ・ウ
                 シルカピ

コー,冷 たい線香)3束(15本 ×3),白 紙3重 ね(3枚 白紙×3)を 供え,さ らに水

と塩を供えて拝む。……」。経験知識にまさる知識はない。8氏 は実体験からかなりの

知識をえているようである。 しかしB氏 の知識は特異な条件下で得ざるをえなかった

知識で,屋 敷の移転がなくしかも特定条件下の土地への移転でなかったならば,フ ン

シガ ミに関する知識は得られなかったであろう。話にでてくるように,B氏 の知識の'

源泉は,C氏 とD氏 による知識であり, B氏 の知識 はC氏, D氏 に依存しているか ら

である。そこで筆者は,D氏 にフンシガミに関する話を聞いてみた。
                               ニロヌプア

 「屋敷 に祀 って い る カ ミを フ ン シガ ミとい う。 祀 る場 所 は,屋 敷 の北 側 に祀 る の が
   アガリ

よ い。東 の ほ うに祀 って い る家 もあ って,そ れ はま ちが い で は な い が,北 側 に祀 る の

が ふ つ うで あ る。 た とえ ばB家 は タ キサ ンが北 側 に あ る こ と もあ って,北 に祀 って い

る。E家 は東 で あ る。 フ ン シガ ミを拝 む の は毎 月 旧 暦 の1日 と15日 で あ る。 男 の人 が

拝 む こ とに な って い る。 フ ン シガ ミに は ヒ ジル ・ウ コーを 供 え,火 をつ けた線 香 は供

え な い。 白紙3枚 に線 香 は15本 を供 え る。 フ ン シガ ミはす べ て の家 が設 け る必 要 は な

い が,と くに カ ミの 居 る場 所 に近 い場 所 に屋敷 のあ る家 は,祀 らね ば な らな い。 精 が

強 い と家族 に悪 影 響 とな るの で,精 の強 い た とえ ば ウ タ キ(御 嶽,神 の 鎮座 す る聖 地)

や ク サ テ ィム ィ(後 方 の森,腰 宛森,村 落 を守 護 す る ウタ キ に類 す る聖 な る森)の 近

くの家 は,フ ン シガ ミを置 く。…… 」。な ぜ 祀 らね ば な らな いか,に つ い て はB氏 の話

に 出て きて い る こ とで もあ り,こ れ以 上D氏 の話 の 内容 を く り返 す 必要 は な いで あ ろ

う。D氏 の話 は,自 分 の家 の話 とい った よ うな経 験 的知 識 で はな く,そ れ以 上 の一 般

化 され た知 識 に も とつ い て い る。 そ れ は後 述 す るよ うな象 徴 的 知 識 の レベ ル に あ る と
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いえる。D氏 のフンシガ ミに関する知識は,カ ミー般に対する知識,あ るいは宇宙一

般に対する知識のうちの一部をな していて,フ ンシガミに対する知識 といった限定的=

経験的知識だけにとどまるものではないか らである。B氏 の帰納的な知識に対 して,

D氏 の演繹的な知識を対称させてもよいであろう。D氏 の知識がなぜ このように象徴

的でかつ演繹的かといえば,D氏 の自称である 「ウマ リ」(生まれ,神 の啓示を仰 ぐの

を生来の能力とする人物),他 者のいう 「ユタ」(巫者,霊 的職能者,シ ャーマン)で

あり・それを職業 としているからである。したがって住民のD氏 に対する評価は 「カ

ミグトゥ(神 事)で もグソーグ トゥ(仏 事)で もなんでもよく知 っている」人物だ,

ということになる。

 筆者はD氏 の知識を して,し たがって 「全知」といい,B氏 のようにD氏 に対する

知識の依存関係がみとめられる場合,B氏 の知識を して 「部知」という。 A氏 の知識

もまた 「部知」であり,か つ 「偽知」ともいえる要素をもっている。ただ 「偽知」と

いうのは,後 述するようにあくまでも住民の評価にもとつ くものであるので,A氏 の

場合,典 型例 とするには不十分である。その他の話者は 「無知」と称するにふさわし

い・このようなフンシガミに関する知識は,あ きらかにD氏 を頂点とした知識の成層

性を帯びており,他 に対立する知識 もないので,知 識の整合性を帯びている,と いう

ことになる。 したがって,フ ンシガミの知識に関するかぎり,D氏 の知識をもってこ

の村落の知識の代表例となすことができ,D氏 は来訪者にとって,キ イ ・インフォー

マントとすることができる。しかし,そ れではD氏 のような知識があれば,こ の村落

の特定の文化が理解できるのかというと,決 してそうではない。知識の成層性は,と

りわけ知識の量においていえる公式であって,か ならず しも知識の質において成層性

を保証 しているとはいえないのである。

2.民 俗的知識 の正当性

 こ こに い う 「正 当化 」 と は,さ きに のべ た よ うな 知識 の質 量 の 合法 的規 準 の 合 法化

(1egitimation)と 称 して よ いか も しれ な い。 ウ ェ0バ ー(M. WEBER)の 言葉 を 借 用

して,バ ーガ ー(P. L・BERGER)と ル ックマ ン(T. LUCKMANN)に よ って 拡大 され た

この概 念 は,コ ミュ ニ テ ィに お け る客 観 的 秩序(た とえ ば制 度)の 主観 化(も っ と も ら

し く思 う とい う主 観 の形 成)に もち い られ て い る[BERGER&LUCKMANN 1966:

157-159]。 す な わ ち 「正 当化 」 と は,制 度 的 秩 序 の知 識 内容 が新 しい世 代 に 受 け継

が れ て い くよ うな場 合 に,必 然 的 に生 じて くる もの で あ る。 つ ま り客 観 化 され,す で
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に共有 されているコミュニティの伝統的知識の担い手が,伝 統的知識の正しさを知識

の受け手に対 して説明し,知 識の受け手の主観に客観的秩序のもとにある知識が形成

される,正 しさの証明過程をいうのである。こうした共有された知識の正 しさの証明

過程,正 当化に関して,バ0ガ ーとルックマ ンは正当化のレヴェルに四つの分析的な

区別を設けている。バーガーとルックマ ンの説明じたいがきわめて抽象的であるので,

これを筆者 自身の言葉になおし,沖 縄 ・東村の事例を一般化 して適用してみると,つ

ぎのような内容になるかと思う[Cﾌ. BERGER&LUCKMANN l966:・160-163]。

 第1は,経 験的な言葉による客観化の体系が継承される場合にあらわれる正当化の

レヴェルで,そ れは正当化のはじまりである。たとえば親族語彙の継承は,そ れを継

承していくことそのものが,コ ミュニティにおける親族関係の体系を正当化すること

になる。沖縄 ・東村の慶佐次において,こ の好例が 「イチバ ン・エーカ」 という親族

カテゴリ0の 継承であろう。慶佐次の子どもは親か ら,も っとも親 しい親族関係者を,

「あの家のひとはおまえのイチバン・エーカだよ」 と,幼 少のころとくに教えこまれ

るのである[渡 辺 1985:93]。 子どもがなぜ 「イチバン・エーカ」なる親族関係を覚

えこまねばならないのか,も しも単純な伝統的説明法 「これが世のならいである」と

いう類の説明法一じっさいに数多存在 している一があるとすれば,こ れこそこの第1

のレヴェルに属する正当化である。このような 「自明」の知識は,あ らゆる他のレヴ

ェルの正当化の基礎であり,他 の レヴェルの知識に至るためには,ま ずこうした知識

を獲得 しなければならない。 これがかれらが第1の 正当化のレヴェルとして指摘 した

内容である。 これを筆者はかりに 「慣例的知識」 と称 しておく。 このような慣例的

知識は,じ っさいのところあらゆる社会にあっては,多 数経験するところではないか

と思う。エチオピアのガム山脈に住む ドルゼ族を調査 したスペルベル(D・SPERBER)

は,眼 前のできごとの現象の説明をもとめた際,情 報提供者が 「それがしきた りです」

「われわれはずっとそうやってきた」「われわの先祖はことの訳を知 っていたが,わ れ

われはそれを忘れてしまった」などと答えるフィール ドの現実に直面 して,タ ーナー

(V.TURNER)の 唱えた象徴の意味の一つとしての釈義的意味,つ まり現地の話者の

象徴に対する解釈が,な かなかに得 られないことを,体 験の描写を通 して説明 してい

る[SPERBER I974]。 そ して,故 意にあるいは経験的に,た とえその釈義的意味が

伝えられたとしても,釈 義的意味としての陳述そのものが象徴であるにすぎず,象 徴

的な意味0般 に還元できないことを説いている。すなわち来訪者は情報提供者の釈義

を通 じて,象 徴の釈義的意味より以上のことを知るのであるが,慣 例的知識にもとつ

いて語 る情報は,ス ペルベルが追いもとめてやまない象徴表現,あ るいは象徴的知識

12
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とは,ま た別 次 元 の もの で あ る こ とを 把握 して お くべ きな の で あ る。 象徴 的知 識 は の

ち に触 れ るよ うに固 有 の正 当化 の レヴ ェル に あ るか らこそ,き わ めて少 数者 の知 識 に

委 ね られ て お り,慣 例 的 知識 は知 識 の も っ と も原 初 的 で基 礎 的 な正 当 化 の レヴ ェル に

あ るか らこそ,多 数 者 に開放 さ れ たス テ レオ ・タ イ プの 知識 で あ る とい う こ とがで き

る。 象 徴 的 知識 を追 い も とめ た い人 間 に と って,慣 例 的 知識 は釈 義 に値 しな い前 理 論

的知 識 で あ るが,他 の いか な る レヴ ェル の知 識 を も正 当化 で き る とい う点 で,他 の レ

ヴ ェル の 知識 の普 及 を 保証 して い る とい え る 。 た とえ ば沖縄 で,な ぜ女 性 が ヒヌ カ ン

(火神)を 祀 るか の 理 由 を たず ね る と,「 よ くわ か らな いが,う ちで は妻 が ヒヌ カ ンを

祀 って い る」 とか,「 この ム ラで はだ い た い女 が や って い る,や る こ とに な って い る」

とい う答 え が返 って くる こ とが よ くあ るが,こ の経 験 的事 実 の主 観 的 容認 こそ,民 俗

的 知 識 を さ さえ,伝 統 た る もの を持 続 させ る鍵 を提 供 して い るも のな の で あ る。 知 識

の成 層 性 か らす れ ば 「無 知」 で は ない が無 知 に等 しい。 しか し慣 例 的 知 識 の劣 等 性 を

示 す もの とは い え な い し,底 辺 に位 す る もの と もかん が え られ な い。 知 識 の普 及 した

性 質 の 一 つ と して,認 識 す るに十 分 で あ ろ う。

 第2は,具 体 的 な行 為 に直接 結 びつ い た,共 有 さ れた 知識 の 断片 の 組 み あ わせ に よ

って 生 ず る,実 用 的 な正 当 化 の レヴ ェル で あ る。 バ ーガ ー とル ックマ ンは,こ の レヴ

ェル の 正 当 化 に 関 して諺,道 徳 的格 言,箴 言 な どが こ の好 例 によ くも ち い られ る と し

て い る。 さ らに詩 歌 のか た ちを とって 継 承 さ れ る伝 説 や 民謡 な ど もふ くま れ る,と し

て い る。た とえ ば,沖 縄 ・東 村 ・慶佐 次 に は,親 族 関係 の カ テ ゴ リー の一 つ と して 「チ

ョーデ ー」 とい うカ テ ゴ リ0が あ る。 それ は単 な る兄 弟 姉 妹 の 関係 を あ らわ す だ け で

はな く,血 族 ・姻 族5)に わ た って は ばひ ろ い親 族 関係 者 を さす 名称 に も ちい られ て い

る。 あ ま りに ひ ろ い関 係者 を さす 用 語 だ か ら,な か に い くつ か の サ ブ ・カ テ ゴ リ0が

あ って,「 イチ ク ・チ ョー デ ー」(い と こ兄 弟),「 ウヤ ・チ ョ0デ ー」(親 兄 弟),「 シ

トゥ ・チ ョ0デ ー」(義 理 の兄 弟),「 ム ク ・チ ョー デー」(婿 兄弟),「 ユ ミ ・チ ョー デ

0」(嫁 兄 弟)
,「 マ マ ・チ ョー デ ー」(異 父 兄弟)な ど と,よ り限 定 的 な 対 象 を さす言

葉 が 存 在 して い る。 しか しこの言 葉 は さ らに拡 大 して も ちい られ,非 親 族 関係 者 に対

して も,た とえ ば,「 ドゥ シ ・チ ョーデ ー」(兄 弟 同様 の親友),「 クニ ・チ ョー デ ー」

(容姿 の よ く似 た 兄 弟 同様 の 間柄),「 チ チ ・チ ョー デ ー」(同 じ母 乳 を飲 み あ った 兄 弟

同 様 の仲)な ど とい う語 が 存在 してい る[渡 邊 1985:97]。 さて,こ の よ うな 非 親族

5)こ のような人類学者の分析概念 こそ,目 下問題 にされて いる点 である。 しか し本稿で は,人

類学的知識 に関 して再考 しようとしているので はないので,こ の問題 に関 して は筆 者 の 編 著

[渡邊 1982]を み られたい。本稿では,こ う した分析概念によって,た とえ読者に 「誤解」が

生 じて も,本 稿の主 旨には影響を与えないだろ うと思 う。
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関係者にも,ど うして実の親族関係者,と りわけ実の兄弟姉妹同様のカテゴ リーを用
                             チ3-デの

いるのか,に 対する答えは,格 言を知っている者は 「行きあえば兄弟」という,よ く

普及 した沖縄の格言を用いて説明しようとする。つまり,た がいに交際を深めれば,

たとえ他人ではあっても兄弟同様の関係になる,と いう意味で,「 チョーデー」は交

際のきっかけこそ違え,非 親族の関係者に対 しては 「チョーデー」 という言葉をたが

いの関係にあてれば,そ れは親 しさを象徴するのである。こうした諺や格言は沖縄に

数かぎりないし,あ げれば詩歌 もきりがない。沖縄の歌謡形式 「かぎやて風節」で,

婚礼に歌うという歌,「今日の良い日に,御 婚礼あげて,明 年の今月は,赤 児の繁昌」。

赤児が生まれればその誕生祝いのときに歌う歌,「 暗い所より出でて,明 るい所を拝
                               ミヤギ

み,玉 の子をすくいあげて,母 親の祝い」。……いずれも沖縄 ・東村 ・宮城で聞いたも

のだが,こ のような例がバーガーやルックマ ンのいう実用的で具体的行為 と結びつい

た知識の正当化のレヴェルであるとするには,い ますこし説明が必要である。という

のは,多 くの諺や詩歌形式の民謡は,豊 富な知識を代表し知識間の関係を統一する象

徴的知識にもまた,も っともよく用いられるものだか らである。諺や民謡が,第2の

このレヴェルの知識の正当化であるとするには,諺 や民謡のうたい文句より以上の内

容を知 らず,特 定の経験に対 してその理由をのべるときに用いられる,習 慣的説明法

である場合にかぎられよう。「私 とかれとは 『ドゥシ・チョーデー』である」「なぜな

ら 『行きあえば兄弟』だか らだ」「しかしなぜ 『行きあえば』,兄弟同様のつきあいと

なるのか,そ れ以上のことはよくわからない」。 肝要なのは,知 識が具体的行為の説

明装置として実用的に用意されている,と いうことである。経験的行為に対 して有効

な実用的弁法による知識の正当化,も しもこのように再解釈できるのな ら,こ のレヴ

ェルの知識を 「実用的知識」 と称することができるであろう。そうであれば実用的知

識は,な にも諺や民謡などのような例が,こ のレヴェルにおける典型例とはいえない

だろう。 「イチバ ン・エーカなのだから,お たがいに喧嘩を したりせず,な かよくつ

きあいなさい」 「ムク ・チ ョーデーは兄弟みたいに非常に親 しい関係だ。 だから祭 り

のときには手伝いに出るし,お 金の貸 し借 りもするし,家 庭的相談もする」。いずれも

慶佐次で聞いた弁法だが,な ぜそれらのカテゴリーが家族や兄弟同様,も しくはそれ

以上に親しいのかと,さ らに質問を正すと,そ れ以上の返答がえられない。「じっさ

いに親 しくつきあっているから,イ チバン ・エーカなんだ」,と いう トートロジーに

なってしまうことがよくある。じっさいの行為に対する説明より以上のものがないの

である。多 くの経験的知識というのは,み なこのようである。 「ヒヌカンを女性が祀

るのは,台 所を女が管理 しているからだ」。 このような説明をじっさいに受けたこと
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はな い が,前 例 の よ うな文 脈 に そ くして いえ ば,こ の よ うな知 識 が 第2の 正 当化 レヴ

ェル に相 当す る とい え よ う。 この第2の レヴ ェル を知 識 の成 層 性 にて ら してみ る と,

「部 知」 に類 す る知識 だ と思 われ が ちで あ る。 「も っ と別 な説 明 法 が あ り,体 系 的 に

説 明 で きる話 者 が ほか に い る ので はな い か」。 筆 者 も ム ク ・チ ョーデ ーの カ テ ゴ リー

の説 明 に対 して,こ の よ うな 疑念 を抱 いた こ とがあ る[渡 邊 1985:98]。 しか し この

よ うな知 識 は,知 識 の量 に 由来 す る もので は な く,性 質 に 由来 して い るの で あ って,

コ ミュ ニ テ ィに と って こ の よ うな弁 法 以 上 の もの が な い場 合,知 識 の,と 同時 に弁 法

の性 質 に よ る こ とを,筆 者 は も っ と早 く認 識 す べ き で あ っ たか も しれ な い。

 第3は,実 用 的 な知 識 の レヴ ェル を越 え て,純 粋 理 論 に な り は じめ る正 当化 の レヴ

ェルで あ る,と い う。 す なわ ち一 つ一 つ の 客 観 的秩 序 に対 して,知 識 が一 つ の 体系 を

構 成 し,成 員 に か な り包 括 的 な 準拠 の枠 組 を提 供 す る よ う な,知 識 の正 当化 の レヴ ェ

ル を さ して い る。 この よ うな 知識 を もつ もの は 「専 門 家 」 で あ る とい うが,要 す るに

客 観 的 秩 序 を担 う,あ る い は担 って きた 特定 の人 間 の 知 識 で あ り,コ ミュニ テ ィの 内

部 に あ って は,そ れ こそ 誰 もが知 って い る とい う類 の 知 識 とは な りえ な い性質 の もの

で あ る。 た とえ ば親 族 関 係 で い え ば,親 族 関係 に関 す る個 々人 の権 利 ・義 務 ・標 準 的

な行 動 手 続 きな ど につ い て,く わ し く規定 し うる知 識 の 正 当 化 の レヴ ェル,と い う こ

とにな る。 こ う した知 識 は氏族 の長 老 によ って管 理 され て い る とバ ー ガ0や ル ッ クマ

ンはい うが[BERGER&LUCKMANN l966=162],さ き に もの べ た よ う に民俗 的知 識

が 個 人 の 地位 や特 権 と し ば しば不 可 分 で あ る こ とを か ん が え れ ば,か な らず し も長 老

の 管 理 に委 ね られ る もの ばか り とは いえ な い。 沖 縄 ・東村 で は女 祭 司 が ま ず代 表 的で

あ るが,特 定 の家 筋 や村 落 の行 政 職 にあ る,あ るい はあ った 男 た ち が代 表 的 で あ る。

それ はた とえ ば,さ き に も例 証 した ご と くで あ る。 沖 縄 ・東 村 で この種 の 知識 の レヴ

ェル にあ げ うる も のが あ る とす れ ば,双 係 親 族 の 特 徴 を構 成 して い る 「エ ー カ」や 「チ

ョーデ ー 」 よ りもむ し ろ,沖 縄 で この20年 来 議 論 を ま きお こ して き た父 系 出 自集 団 と

して の 「ム ンチ3ウ(門 中)」 で あ ろ う。 た とえ ば沖 縄 ・東 村 ・川 田 に は,先 住 者 た

ちが 組 織 して い る,成 員 が1,000余 人 に もお よ ぶ 「ニザ ンヤ ー(根 謝 銘 屋)・ ム ンチ ュ

ウ」 が あ る。 かれ らの 自分 た ち の集 団 の特 徴 に対 す る一 連 の説 明,「 自分 た ち の先 祖

 ナ キ ジン

は今帰 仁 城 主 の子孫 で あ る」,「自分 た ち の ム ラの 開祖 は ナ ナ キ ブ イ(七 煙)と 称 して

7人 い る」,「7人 の年 長 順 に応 じて,い まあ る ム ンチ ュ ウの そ れ ぞれ の単 位 系 統(バ

ラ)が 構 成 され て い る」,「 各 単 位 系 統 に は,そ れ ぞ れ ウタ ナ(神 棚 二氏神)を 祀 って

い る本 家(ナ カ ム ー トゥ)が あ る」,「本 家 も分 家(ワ カ リヤ ー)も,そ の家 は長 男 が 継

ぐ」,「血 筋(シ ジ ・チ ー シジ)は 男 が継 がね ばな らな い」,「お もだ った ム ンチ ュ ウか
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らは公的祭祀のためにカ ミンチsを 出さねばな らない」,「カミンチュはチヂのミック

ワ(父 系の甥姪,た だ し主として姪)が 継 ぐべきである」,「ムンチュウの氏神祭祀の

ために,各 単位系統は,そ れぞれクディングワ(門 中の祖先祭祀管掌者)を 出さねば

な らない」,「神事や仏事など定期的儀礼に際 しては,機 会あるごとに総本家(ウ フム

ー トゥ,ム ートゥヤー)に 代表者が集まらねばならない」,「拝むべき位牌は,チ ョー

デー ・カサバイ(兄 弟の位牌を併祀すること)を さけねばならない」,な どなどは,そ

れぞれが具体的行為のための実用的知識であるようにみえて,全 体としてはもはや実

用的知識の範囲を越えて,相 互に関連 し統合された知識の体系の部分部分に相当して

いる。この知識は客観的秩序 としての門中制度に対応 し,全 体として自律性のある知

識を構成 しているのである。 こうしたレヴェルの知識を,「 体系的知識」と称 してよ

いであろう。体系的知識は,自 分の経験的知識を超えて,類 種の秩序に対 しても適用

できるものであり,コ ミュニティ内部の 「知識人」は,そ の適用にあたっては知識の

創造もしうるのである。かつて沖縄の農村部にはムンチュウがなく,こ の制度は農村

においては近代のものであり,都 市部や士族ムンチュウの模倣や伝播によって生 じた

ものだ,と いう議論がくり返されてきたが[渡 邊 1985],模 倣や伝播の事実はじつは

これまで,0ほ とんど証明されてきてはいない。模倣や伝播はたしかにあったであろう

けれども,こ のような体系的知識は,体 系それ じたいのために部分的知識の発明も行

ないうるのである。東村の川田でも平良でも慶佐次でも,先 住民のつくりあげた村落

の,そ の先住民のムンチュウの祖先がみな一つであるという認識は,も とはバ ラバラ

であった単位の体系化の結果であり,体 系的知識の発明のなせるわざである,と もい

える。ムンチュウは,そ の体系のために始祖がいなければならない。始祖や先祖がわ

か らないということは,知 識の体系をなしえない要素があるということであって,人

びとはどうしても始祖を知 らねばならないからである6)。前例の文脈にそ くしていえ

ば,体 系的知識 とは 「ヒヌカンを女性が祀るのは,女 の権利0般 に属することであっ

て,男 の権利ではない」 という弁法に代表されうるであろう。体系的知識は,あ る客

観的秩序のすべてを説明しうる性質にもとついて,知 識を正当化する。したがって,

前節の用語を借りていえば,あ る秩序や現象に対 してこの知識は,「 全知」でありえ

るであろう。 しか し,他 の秩序や現象に対 しても 「全知」でありうるかというと,こ

のレヴェルではそれは保証 されていない。 「農業知識に関しては期待以上の説明を聞

けたが,お よそ祭 りの話になるときわめてあいまいであった」などという来訪者の経

6)筆 者は,こ うした系譜の擬 制,よ り正確には系譜関係 の発見 と創造を 「権威筋」 と称 して き

た[渡 邊 1985]。
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験。われわれがよほどのジェネラリス トでないと,こ のようなスペシャリストのすべ

てに会えることにはならないか もしれない。

 第4は,さ まざまな客観的秩序を統合 して,象 徴からなる0つ の全体性へと包括す

る知識であり,そ の正当化のレヴェルである。いいかえれば経験的知識や現実とは異

なった現実にかかわる意味づけを行ないうる知識にもとついて正当化がなされるレヴ

ェルをいい,こ れを 「象徴的知識」 と称することができるであろう。理念的には客観

的秩序のすべてを主観化 した知識であり,日 常生活の現実にはありえない現実をも主

観化されている状態をいう。夢 ・幻想をもふ くみうるこの知識は,体 系的知識 と同様,

「専門家」の独占になりやすい し,こ のような知識が存在 しうる社会では,お そらく

みなそうであろう。 しか し同時に,夢 や幻想がまったく個人に帰せられると同様に,

象徴的知識は個人の所有物となりやすい。 したがって象徴的知識が個人聞の知識の闘

争に導びかれやすいのは,後 述する理論や事例であきらかとなるであろう。その点が

体系的知識と大 きく異なる点である。象徴的知識はしばしば個人的なものであり,そ

の伝達 にも秘儀をともなうのは沖縄的特徴ともいえるが,し かし象徴的知識は,コ ミ

ュニティの成員がその知識にしたがい,依 存することによって公共的なものとして存

在 しうるものである。あらゆる客観的秩序は個人の象徴的知識を通 じて維持され,公

共の表現 として具体化 し具現する。沖縄 ・東村の川田でも平良で も慶佐次でも,ム ン

チュウの客観的秩序は 「ガジュマル」(熔樹)の 「ナシヒルギ」(繁茂する状態)に た

とえられる。本家が 「ニームトゥ」(根元)で,分 家がそれぞれの枝である。また総本

家を中心とした父系の集団が根元で,枝 は 「ジナンバラ」(次 男腹=分 枝の リネージ)

以下の父系の分節でもある。ムンチzウ はしたがって一つの先祖(根 元)の もとにま

とまって栄えていく,と いう理念樹,大 樹分枝のイデオロギーがここにある。ガジュ

マルのナシヒルギは,ム ンチュウの体系的説明のたとえに使われているだけではない。

本家は村落の中央上手(平 良)か,山 手(川 田)に あって,分 家群は村落の前方(し

たがって多くは南)に 展開している。 「本家はニーム トゥだから,本 家の後ろに分家

は出さない」・ 根元の方向に枝が伸びるはずがない,の である。大樹分枝のイデオロ

ギーは,村 落の家屋配置の秩序の説明にもなっていたのである。そればかりではない。

ニーム トゥの本家には 「ニッチュ」(根 人一本家の当主)がおり,そ の象徴的姉妹であ

る 「ニガミ」(根神ﾘ村 落の祭事をつかさどる女祭司)がいて,本 家の先祖を定期的に

祀るとともに,村 落の祭事に重要な役割をはたしている。慶佐次にも平良にも川田に

も村落の氏神を祀る一 ヒヌカン(火 神)と 称 しているところがまた象徴的だが一社祠

があって,こ れを 「ニガ ミヤー」(根 神屋)と か 「ニガンヤー」(根神屋)と 称 してい
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るが,こ れは村落の女祭司であるニガミが祀る神であるという意味より以上に,村 落

の 「根元」の神であることを意味している。だから 「ムラの願事があれば,す べてニ

ガ ミヤーの拝みからおこして儀礼をとり行なう」のである。以上にあげた説明は,す

べて話者の説明を簡潔にし一般化 したものである。しかもこれだけ多方面の現象を説

明 しうるのは,コ ミュニティにじつは1,2人 である。釈義からすべて象徴的意味作

用がわかるのではないとす るスペルベルの指摘を借用すれば[SPERBER I974],東

村の人びとが自然 ・人間 ・文化のあらゆる発祥の源,す なわち根源(ム トゥ)を 重要

視 し,根 源(ム トゥ)を 象徴するヒヌカン(火 神)を 祀り,こ れを村落の発祥や根源

の象徴として祀 るという,「隠れた意味作用」も理解ができているのではあるまいか。

象徴的知識は個別の体系的知識(出 自集団の体系,村 落の体系,兄 弟姉妹関係の体系,

村落祭事の体系,社 祠の体系など)を 超えて,そ れを統合する包括的な全体を正当化

する。まさにそれは,こ の世はか くありと称する個人史と,コ ミュニティの歴史との

一体化を実現しうる唯一の知識である。象徴的知識をして世界観を了解 しうるのもそ

のためであ り,沖 縄における世界観研究が,話 者の象徴的知識を題材 として発展して

きたのも,そ のためである。先述 した正当化の説明と対比 して象徴的知識の文脈を一

般化 していうな らば,「火神(ニ ーガン)を 女性(ニ ガミ)が 祀るのは,双 方 ともがこ

の世の根源(ニ ーム トゥ)に 位置 しているからだ」というような説明の文脈になろう

かと思 う。この説明例は話者の陳述によるものではないので,ど うしても象徴的知識

を話者の釈義的説明から理解 したいという読者がいるであろう。断片的ではあるが,
                                  カ-e  チピ

筆 者 の デ ー タか らそ の い くつ か を羅 列 して示 して み る こ とに す る。 「『夫婦 は0の 底 ひ

とつ 』 と称 して,結 婚 した ら死 ぬ ま で ず っ と一 緒 で 離 れ る こ とはな い」 (洗骨 改 葬 後

に夫 婦 そ れ ぞれ の 骨 は ひ とつ の甕 に納 め る習俗 が あ った 。 甕 棺葬 を諺 にひ い て,夫 婦

道 徳,位 牌 の祀 りか た を も説 明。 慶 佐 次)。 「ム ラの ほぼ 中 央 に祀 られて い るニ ガ ミヤ

ー(村 の火 神)は,ニ ー ム トゥ(根 元)と も,ニ ガ ミ ドゥ ンチ(根 神殿 内)と も,ま

た ニ ーヤ(根 屋)と もい う。 ム ラの ニ ー ム トゥ(根 元)に 祀 って あ る か らそ うい う・

ム ー トゥヤ ー(本 家)も ニ ー ム トゥ(根 元)と い う」(さ きの 象徴 的知 識 の題材 の0つ 。

説 明 省 略 。慶 佐 次)。 「鳥 が家 の な か に入 って くる とハ マ ウ リ(浜 下 りジ浜 に出 て厄 払

いす る こ と)を す る。 鳥 は グ ソー(祖 霊)の 使 いで,家 のな か に入 って くるの は縁 起

が悪 い。 た だ し家 のな か に 入 って く るの は グ ソ ー(祖 霊 界)か らの知 らせ を も って く
                     イチバンザ

ることを意味する。台所に入れば女の知 らせ,0番 座(東 側表座敷)に 入れば男の知

らせ」(祖霊界と人間界とはこの世界に併存 しているが境界をもつ。人間界への祖霊的

存在のふいの進入は,こ の世のこうした秩序を乱すので不吉なことである。鳥がどこ
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に入ってきたかで誰(性 別)の 知 らせかを判断するのは,沖 縄の家屋空間の秩序の暗

示である。慶佐次)。「ニガ ミヤー(根 神屋)か らヌンドゥンチ(祝 女殿内)は ウトゥ

ーシ(遙 拝)で きないが,そ の反対は可能である。ヌンドゥンチはいわば村長で,ニ

ガミヤーはいわば区長で両方に位のちがいがある。 ウトゥーシは位の高いものから低

いものへするもの」(沖縄でよくある遙拝の説明の一つだが,た だこの場合はコミュニ

ティ内部のもの,拝 む場所には位階があり,拝 む人間にもその位階に応 じたランクが

ある。,コミュニティ内部の祭場はこうした位階体系にもとついて位置づけられている。

平良)。「『出されたお茶は0杯 だけでな く二杯飲め』 という」(仏壇には1杯 しかささ

げていない,生 きている者は2杯 飲むべきだという両界の区別のためと,人 の親切は

早 く戻すべきではないという倫理の説明と,少 しでも長 く他人の家にいれば,自 家固

有の災難か ら少 しでも逃れることができるという信仰の統合的な解釈。平良)… …な

どなど,沖 縄ではこの種の釈義的事例は,他 の文化と比べてみても比較的豊富である。

このようにどのような象徴的知識の例をとってみても,そ の知識は体系と体系 とを連

合させ る。その意味で知識は構造化されている。だか ら象徴的知識は 「制度的秩序に

人間の経験の位階制のなかで最高の地位を授けることによって,こ の秩序を究極的に

正当化する」 とか,個 人の 「人生計画の正しさを,一 般性の最も高いレヴェルで正当

化する」[BERGER&】 二ucJMANN l966:168,170]な どと,最 高位の知識 として絶

賛されることになるが,し かしはたして象徴的知識が 「全知」としてコミュニティを

代表する最高位の知識たりうるかどうかは,象 徴的知識の内容そのものからではかな

らずしもそのすべてが正当化されないのではなかろうか,と いう疑問が残 る。

 これまで述べてきた知識の正当化のレヴェルが,そ のまま知識の高低をともなう成

層性を帯びているとしたな ら,コ ミュニティには象徴的知識のレヴェルへと知識を獲

得 していく知識の変化があるであろうし,象徴的知識のある社会では,成員がその知識

に依存するか,あ るいは少な くとも象徴的知識を慣例化するような正当化がみられる

であろう。しか しなが らスペルベルが ドルゼ族の社会で悩みを訴えたように[SPERBER

l974],ま た筆者が多 くは奄美諸島で体験 したように[渡 邊 1985],象 徴的知識はき

わめてわずかで個人的なものに留まるか,他 の知識によって正当化されているとはい

いがたい例が存在 している。知識が象徴的だと判断されることそのものにもともと問

題がふ くまれてはいるが[c£SPERBER l974],そ れをここでは度外視 してかんがえ

てみても,象 徴的知識をもって秩序の正 しさを説こうとする,そ の普及性と知識の依

存性に問題のある例がある。来訪者の眼からみても,コ ミュニティ成員で他の知識を

もつ話者の眼か らみても。たとえば,川 田の 「7人 の開祖(ナ ナキブイ)が7つ のム
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ンチュウの先祖である」 という多 くの者が唱え知っている伝説。 しかし,多 くの人び

とに尋ね歩いて実際を復原 してみれば,子 孫たちは7つ のムンチュウにはおさまりき

れない[渡 邊 1985]。 「川田が総本家のムラ,平 良が分家のムラ」という多数の人び

との支持する伝説。16年前には論争があり[渡邊 1985],現 在はこれとは異なる象徴

的知識がある,と 指摘できるほどになっている(後 述)。「満潮時には祝い事を,干 潮

時には不祝儀を行なう」 という 「伝統的」であろう説明。かつてはみなそうであった

かもしれない。 しか しいまではすべての儀礼が,潮 の干満を基準にすえて,儀 ネL時刻

を判断しているとはいいがたい,な どの例は少な くない。象徴的知識を静態的に捉え

ては理解できない事例であることはもちろんのことであるが,後 述するような象徴的

知識の動態的性質(そ の拮抗性 と自己発展性など)の 理解を除いても,少 なくとも象

徴的知識が象徴的に普及 したものであることを確認するためには,す でに普及 してい

る他の知識をもって正当化の所在をつきとめる必要があるであろう。ヒヌカンを女性

が祀ることに関する象徴的知識の正当性は,た とえば 「それがしきたりであって,ヒ

ヌカンを男性が祀 らないことになっている」 という慣例的知識による正当化の確認が

必要だ,と いうことである。ようするに,あ らゆるレヴェルの知識の正当化は,そ れ

が知識の高低を表わすというより,そ れぞれ正当化のための相補的な関係にあること

が重要であり,か ならず しも象徴的知識が他のすべての知識の代表であり,他 の知識

に対 して卓越 しているということはできない。とりわけ象徴的知識が上記のような動

態的性質を帯びているとすれば,な おさらである。そこでこの動態的性質に関し,別

な角度か ら事例を追いつつ検討を加える必要性が生 じてくる。それは知識の拮抗性に

関してである。

3.民 俗 的知識 の拮抗性

 象 徴 的 知 識 は,そ の固 有 の 性 質 か ら体 系 的 知 識 を連 合 して 正 当 化 し,既 存 の観 念 体

系 の連 合 状 態 を実 現 化 す るが ゆ え に,コ ミュニ テ ィの包 括 的 理 解 を 得 よ う と望 む人 類

学 者 の 好 対 象 と な って き た[GRIAuLE l948;TuRNER 1967;住 谷 ・ク ライ ナ ー

1977;KEEslNG 1983]。 しか し,象 徴 的知 識 が コ ミュニ テ ィの代 表 的 な 知識 で あ る

た め に は,そ れ が 当該 コ ミュ ニ テ ィに お いて公 共 的 で あ り,な おか つ コ ミュ ニ テ ィ内

部 に お い て普 及 した もの で あ る こ と,そ の よ うな前 提 が も と も と必 要 な は ずで あ る。

した が って象 徴 的 な 知識 が象 徴 的 性 質 を十 分 に帯 び て い た と して も,そ れ が ま っ た く

個 人 的=私 的 な もので あ った り,少 数 者 に支 え られ た知 識 で しか な い場 合 に は,来 訪
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者によってまったく無視されるかあるいは来訪者の民族誌的記述のあやまりを,後 年

指摘されうる原因ともなりかねない。しかしひるがえって象徴的知識のこのような支

持 ・不支持,普 及性などについてかんがえてみた場合,公 共的な象徴的知識といえど

も,が んらいきわめて私的なもの,あ るいは個人的だったものなのであり,知 識の公

私間の関係についての事前の了解が,わ れわれにとってきわめて重要 となって くる。

 「象徴」 という用語は,そ もそも人類学者のあいだではしばしば 「慣習」と同義に

用いられ,神 話 ・儀礼 ・社会構造など,き わめて全体性 ・集合性の高い対象に対 して

用いられてきた[FIRTH l973:207-240]。 したがって当該コミュニティにおける0

般的知識に対応 しうる象徴をみいだすことが,人 類学者のフィール ド・ワークの目的

となりがちであるが,し かし社会の公共活動をささえるコミュニケーションのための

公共的象徴に対 して,個 人的な表現のための私的な象徴があって,こ とに後者は人類

学者に等閑視 されがちだが,人 類学の研究領域においても重要な意義をもっている。

すなわち私的な象徴 というものは,フ ァースによれば,他 人と共有することのないま

ったく個人的な関心や主張にかかわる,個 人によって表現される形態のもので,夢 や

幻覚,あ るいは予言的託宣や魔薬体験のシンボリズムである。それはしばしば作詩や

観賞芸術の創作活動において表現されている。なかでも夢というものは,私 的な象徴

のなかで最も典型的なものであろう。公的象徴と私的象徴のちがいについて,沖 縄の

1例 をあげて説明 しておこう。

 東村平良の東北方には,こ の村落にとって重要な一連の聖地や拝所が点在している。
                              ハチグワチウドウイ

そのなかに 「イチバンフクギ」 と称される聖木があり,旧 暦8月 の 「八月踊り」の練

習やその他の神事において,こ の聖木は祈願の対象になっている。聖山である 「ウタ

キ」のす ぐそばにあることもあり,平 良の公的な象徴でもあり儀礼場の標識ともなっ

ている。もしもなにかの都合で この聖木を伐 り倒す必要があるなら,こ こでは女祭司

カミンチュの祈願儀礼が必要 となって くる。こんな話がある。ヌルの妹であるある女

性が朝寝をしていると,そ の女性のおば(す でに死亡 しているその女性の父の姉妹で

前代のヌル)が 夢枕に出てきて 「姉さん(ヌ ル)の 体に トゲが入って血が出て止まら

ないから,早 く起 きて姉さんを助けなさい」といったという。さっそく平良にかけつ

けてみると,イ チバ ンフクギの近 くで道路工事がはじまっており,ま さにそのために

工事関係者がその聖木を伐りはじめたところだった。その女性は工事関係者に,「 こ

の木を伐 った らたいへんだ」と何度も訴え,よ うや く木を伐 るのをやめさせたという。

0方 ,姉 のほうは勤務先の病院で仕事中,体 に傷もないのに鮮血が流れていて,変 だ

と感じていたがやがて血は止まったという。
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 ここでいうイチバンフクギは,コ ミュニティの人びとにとっては公的な活動のため

の公的な象徴に属するものである。しかしある女性にとっては,姉 妹の救命のための

夢のなかにおける私的象徴であった。イチバ ンフクギを救 うことによって,自 分の姉

の命を救ったという夢は,も ちろんのことコミュニティにおける共有物ではない。す

なわち,イ チバンフクギと姉 とを同0視 する夢は,ま ったく個人的なもので,人 類学

の視野にははいらない問題ではあるが,し ばしばこうした個人的な夢や幻覚などが,当

該社会独自の思考法・共有する知識を知るに有力な鍵を提供している[ie. CAsTANEDA

1968]。 イチバ ンフクギ ・前代のヌル ・現任の ヌル ・姉妹関係者の救命行為などとい

う夢の成分は,成 分間の連合こそ私的象徴領域のものではあっても,題 材 としてはす

でに私的領域を超えており,無 意識的な人びとの思考や知識にはたらきかけて,他 者

にも得心のゆ く夢 となることができる要素をもっている。そうでなければたとえば私

的象徴としての芸術が,他 者の観賞に訴えうるはずがない。こうして私的象徴を構成

する成分の恣意的連合が,習 慣的に固定されるとき,リ ーチ(E. R. LEACx)の いう

「標準化された象徴」[1976:35ユ,す なわち公共的なコミュニケーションの媒体とし

ての象徴となることができる。

 象徴的知識の公共化 ・普及化をかんがえるうえで鍵となるのは,私 的象徴の習慣的

固定化の問題である。あらゆるコミュニティにおいては,私 的象徴が公共化 していく

とき,す でにかならず 「伝統的」な公共的象徴が存在 しているはずである。私的象徴

が公共化していくとき,そ の象徴的知識の習慣的固定化は,す でにある公共的象徴 と

の相剋 ・葛藤を経ずして実現されないであろう。いいかえれば,す でにある公共的象

徴の成分の習慣的連合が,私 的象徴の発生によって組みかえられ,そ れが固定化され

ないかぎり,私 的象徴の公共化は実現で きないであろう,と いうことである。

 筆者が1969年 ・1970年 当時調査した時期において,す でに沖縄東村 ・平良において

は,村 落の起源家がどこであるかに関す るコミsニ ティ内部での論争があった[渡 邊

1985]。1981年 ・1982年 に再訪 したおりにも,論 争内容の質量こそはるかに拡大 して

いたとはいえ,基 本的に決着がつ くまでにはいたっていなかった。この間の大 きな変

化 といえば,論 争をおこなっている双方の集団内に,い わゆるユタが発生 し,論 争は

宗家起源論争にとどまらず,祭 司継承 ・祈願対象 ・儀礼の手続き,さ らには伝説の内

容にまで及んで,知 識が拡大 し論争するようになったことである[渋 谷 1984:47-

64]。 したがってこの十数年のあいだに村落の祭祀対象物は倍増 し,人 びとの儀礼的

行動はより意識化 し精密 となり,あ げ くのはて人びとのもつ象徴的知識までもが変化

した。知識の変化については次節で論ずるが,こ うした知識の闘争こそは,象 徴的知
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識の公私に関する問題,お よび公共化について,重 要な課題を投 じているのである。

主要な争点の0つ,村 落の起源論争について若干紹介 しておこう。

 少な くともここ数十年保持されつづけてきているという意味で 「伝統的」であり,

公共的儀礼(す なわち村落の定期的で公式的行事であり,あ るいはムンチュゥの定例

的活動)に おいて表現されているという意味で 「公共的」であり,か つ多数者が異口

同音に語っているという意味で 「普及」 している平良の村落起源伝説は,川 田のナナ

キブイ伝承に由来 しており[国 頭郡教育会編 1919;渡 邊 1985],平 良は早期にお

いて,川 田からの分家によって村落が発生 したとするものである。その伝承は自分 ら
 ナ キ ジン

が今帰仁士族の末商であり,北 山王国(14～15世 紀にあった沖縄本島北部の王国)の

末喬であるという,沖 縄本島北部の多 くの村落の伝承とも帰を0に している。この由
        シ ミ 

来はたとえば春の清明祭,旧 暦5月 の 「ムンチュウ ・ウマチー」(門 中の氏神祭祀),

旧暦6月 のウフウイミ行事のおりに,具 体的な由来確認の行動をとることによって伝

統が保持されている[渡 邊 1986]。 こうした公共的象徴にもとつく知識および行為

に対 し,平 良にはまた別の由来伝承が存在 している。それは17年 まえには,あ きらか

に個人的知識にもとつくものであり,公 のコミュニケーションの媒体とはなりえてい

なかった知識にもとつ くものである。

 ある話者によれば,平 良にはじめて人が住みついたのは,久 高島から渡来 した者が

最初で,今 帰仁からの移住者が最初ではない,と いう。しかし久高島の祖先は1人 で

や ってきたので,子 孫をつ くることができなかった。やがて今帰仁から,自 分たちの

直接の先祖が渡来 した。 この先祖 は今帰仁の歴史時代 「ハダカユー」(裸 世),「 ウフ

スユー」(大主世),「 アジヌユー」(按司の世)の3時 代のうち,「 ウフスユー」に渡

来 した人びとである。この代表者を 「カニマ ンウフスー」(金満大主)と称 し,そ の起

源家の屋敷に霊を安置している。川田ナナキブイの祖先たちは 「アジヌユー」に川田

に渡来 した者たちであり,平 良起源に何 らかかわりがないばかりかむ しろ歴史的には

平良のほうが古 く,い まある行事の手続 きや人びとの参加のしかたはあやまりに満ち

ている,と いう。 また平良におけるムンチュウの系図も,屋 敷=家屋の歴史的本末認

識 もみなすべてあやまりに満ちている。さらにいまヌルらがやっている祭祀 も,拝 む

方向もあやまりであり,ヌ ルの選出母体 もまちがっている。旧暦6月 行事で拝むべき

は,東 方ではな く久高島であり,ま た村落内でいえば始祖の移り住んだ西方であり,

川田創設家の神ではな く平良宗家の 「カニマンウフスー」をまずもって拝むべきなの

である。

 すなわち,あ る話者の知識からすれば,い まある公共的知識のすべては 「偽知」と
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いうことになるわけである。この別系統の由来伝承は,そ の伝承者にしたがえばちょ

うど十数年まえからの,「 神のお告げ」によって生じたという。 まさにファースがあ

げた私的象徴の一種である。 この伝承者に対 し神は,「 おまえはウマリ(霊 能のす ぐ

れた個性をもつ人格)だ か ら,カ ミファーフジ(祖 先神)の いうことをよ く聞いて行

動 し,悩 んでいる人びとを助けなさい」と,カ ミダーリ(神 愚依)し て告げられたと

いう。それを夢ながらに断わると 「そうしないと命をとられる」 という神の警告があ

ったので,い まは神のお告げにしたがって由来を説き,行 動 しているという。 この私

的な象徴的知識は,コ ミュニケーションの媒体たろうとするときに,コ ミュニティ内

部で数々の論争を惹起 し,村 落内の人間関係にさまざまな軋礫を生 じさせたことはい

うまでもない。しかしこの間,さ まざまな理由でこの伝承者には理解者ができ,「 顧

客」が生 じているのである。知識の体験的正当化(「たしかにあたっている」)に おい

て,知 識の依存関係(「 たしかにくわ しい」)に おいて。だか ら 「伝統的」でありかつ

「公共的」な象徴的知識の共有者たちは,か れらを口々にののしると同時に,か れら

の保持する知識 との相違について,こ の間ことさら意識 しつづけ,み ずか らの知識を

より体系的なものへ,よ り象徴的なものへと昇華するため 「学習」をつづけてきたの

である。十数年まえには決 して公開 ・公言されなかった秘儀上の知識が,来 訪者 とし

ての筆者に公言されたことも,こ うした知識の闘争と無関係ではあるまい(後 述)。 し

かしそれよりも,こ のような状況を通 じて民俗的知識一般に対 しいいうる特徴という

ものは,民 俗的知識,と りわけ人類学者が依存 しようとする象徴的知識 というものは,

コミュニティに一つだけ存在するなどということはありえないだろうということであ

る。象徴的知識が解釈の体系を違えて複数存在することは,コ ミュニティの成員のみ

ならず,人 類学者にもその判断をせま られるという状況をうむことになる。 コミュニ

ティの成員は象徴的知識のどちらが正当かをめぐって判断をせまられる。 こうした過

程のなかで,支持者の多 くが親族関係者によって構成されており,かつまた象徴的知識

の保持者の地位にもとついていることがきわめて特徴的ではあるが[cf.渋 谷 1984],

人類学者がめざしたい体系的民族誌の叙述は,そ の当初より非体系的とならざるをえ

ないか,象 徴の公共性を理由としてデータの選択をせま られることになる。データの

選択を,公 共性を理由に行なった場合,い まある私的象徴が公共化することは,お そ

らく人類学者にとって不愉快なことであろう。人類学者もまたおのずからコミュニテ

ィ成員と同様,多 数者に迎合する一般人になりきろうとしているからである。しかし

これはきわめて危険な態度である。私的象徴が将来 どのように変化するか,人 類学者

といえども予想できないことはもちろんであるが,コ ミュニティに参与 したその時代
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における私的象徴 もまた,知 識のヴァリエーションとしで把握 しておく必要があるは

ずだ。社会は変化すると同時に,知 識はかならず変化するし,そ の要因はたえずその

同時代に併存しているからである7)。

4.民 俗的知識の伝統性 と非伝統性

 沖縄東村内の諸村落 において,慣 例的知識の陳述 としてしばしば聞くことのできる

理由説明,「 わたしはただオバアたちが,こ うしなさいこうしなさい,と いってきた

ことを,た だまね してやっているだけ」ということが事実世代を超えて伝えられ実行

されてきたな らば,沖 縄社会は伝統性に満ちた社会であり,し たがって多 くの古代沖

縄社会の復原も,か ならずしも史料によらず,容 易に復原できるにちがいない。それ

を裏づけるかのように,沖 縄の社会では,自 分の体験ではなく上位世代の者たちが,

そのまた上位世代の者たちから聴いた話 として,数 多くの 「昔話」を今日に伝えてお

り,そ の 「昔話」が現代の生活の信条をいかばかりか規制しているのである。 したが

って現代における古代沖縄復原の研究[宮 城 1954;稲 村 1967]も,そ れがじっさ

いの古代沖縄の文化の復原なのかいなかを問わず,過 去からの伝承物の何がしかが復

原できているはずである。筆者の主張からいえば,民 俗的知識の成層が整合的であり,

象徴的知識が正当化されつづけ,他 の知識 とも矛盾しない相補的関係が永続化 し,知

識の拮抗性が認められたとしても,公 共的知識がたえず勝利し支持されつづけるなら

ば,沖 縄の古代はおそらく沖縄のまた現代でもありうるだろう,と いうことである。

 しか しこの知識の伝統性が,川 田順造のいうように,あ るものを伝統的なものとし

て扱 う当事者の,文 化上の自我を確認するよりどころとして好んで用いられるもので

あり,他方でそれを外から伝統的なものとして規定する者の,「近代的」なるものとの

対置において主観的に用いられる遠近法の一種であったとした な らば[川 田 1976:

183-184],「 伝統的」なるものの中味よりも,そ のレッテルを貼ろうとする認識自体

に,大 いなる課題が宿っているといわざるをえないであろう。筆者は川田順造のいう

前者,す なわち当時者たちにとっての 「伝統性」が,沖 縄の民俗的知識の伝承にとっ

ていかに問題であるかを,本 節で明らかにしてみたいと思う。

7)し か しこのよ うな主張ができるよ うになるの は,じ っさいにはおな じ地域に何度 も来訪 した

か らであ り,幾 度 も来訪 し同種の質問を しないか ぎり,主 観 としての知識の変化はなか なが把

握で きないであろ うが,理 念 として このような前提の もとに調査活動をっづけれ ば,来 訪の回

数 を重ねる必要 もないであろ う。過去の慎重な復原 は,ま た人類学の当為 とする課題だか らで

ある[c£ 川田 1976]。
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 前節でいう公共的な象徴的知識の保持者(支 持者)の 幾人かは,私 的で 「革新的」

な象徴的知識の保持者たちを批難 して,「あたらしい拝所,あ たらしい神,あ たらし

い祭 りかたなどをもつ必要 もかんがえる必要もない。昔どおりのことをしていれば,

ただそれだけでよい」 と口々にいう。このような説明をまにうけて,公 共的な象徴的

知識は 「伝統的」 に保持されていると来訪者もまた,か んがえがちである。事実,筆

者の研究もこれまでこのような話者の説明に支えられてきたことは いなめない[渡 邊

1985]。 しかしながら公共的で象徴的知識そのものは,こ の十数年間で確実に変化 し,

「昔ながらの知識」ではな くなっていたのである。 その事実を説明するまえに,こ の

地域におけるここ数十年の文化の変化を文献で追えるかぎり追 うことにより,ま ず文

化変化の実態を知 っておきたいと思う。それは当事者の知識の変化そのものであると

いうより,そ の傍証 とな りうる来訪者の記述からみる文化の変化である。

 いまか らおよそ60年 まえに記録された島袋源七の興味深い沖縄東村 ・川田の習俗報

告がある。「東村字川田に於ては毎年6月25日 に,神 鉦(神 が鳴 らすという鉦)の 音が

聞えるやうである。当日は正午頃巫女や神人が神アシアゲ(神 祭場)に 於て御願があ

る。神歌を唄ひつつ円を作 り弓を持ちて神踊りを行ふ。其時神鉦が鳴り出すと,円 中

に居る巫女が 『伏せよ。』と合図し,神人初め一般氏子も平伏 して,一 語さへ発する者

もなく,耳 をすませて聞き入 る。全 く水を打つたやうな静けさで,其 神々しさは讐へ

やうもないと言ふことである」[島袋 1929:136]。 これは神鉦の鳴る話 として島袋

が記 した一節であるが,記 述に値するものだったことは,60年 まえの当時においてさ

えこの習俗が沖縄本島北部の各地のすべてにあったものではな く,き わめてめずらし

い神事であったか らである。「神様が鉦を鳴 らすといふ,神 秘な話が処々にある8之 は

祭の日,神 が氏子の捧げた神齪物を快 く受けて人民に幸を与ふと云ふ神の御報せと信

ずる処があり,……」[島袋 1929:132]と 解説されている点でも,こ れは明 らかであ

る。さてこの神鉦の儀礼は,や はりいまか ら30余年まえに平良を調査 したマ レツキー

夫妻(T.W・&H. MARETzKI)の 報告にも載っており,「伝統的」であった。「旧6

月に行なわれる竜舟祭は,最 もドラマチックな儀礼の一つである。いくつかの村々か

ら女祭司たちが平良近 くに集まってくる。祭りのあいだ じゅう,平 良の女祭司たちは,

他の村落出身の女祭司や世話係の人びとがつくる円の中心に立ちつくしている。彼女

たちは歌を唄い太鼓をたたいて,神 事を行なうのである。神歌のテンポはしだいに熱

狂的となり,そ してある時点に至ると鉦が鳴るのである。誰がその鉦を鳴 らしたのか

知るものはいない。そしてこれが神のしわざであること以外の,い かなる説明も得 ら

れないのである」[MARETzKI l966:68-69]。 上記二人が注目した神鉦の儀礼 は,
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その後1963年 における琉球大学の行なった調査報告には登場 してこない[琉 球大学民

俗研究クラブ 1963]。 そして筆者が最初に平良 ・川田を調査した1969年 の当時にお

いても,こ の神鉦儀礼は消滅 し,以 後幾度この旧暦6月 行事に参加 してみても,筆 者

は神鉦儀礼を確認することさえできなかった。記録のうえでは1955年 のマ レッキー夫

妻の調査から,1963年 の琉球大学の調査までのあいだに,こ の儀礼は消滅 したとかん

がえられる。「伝統的」な行事として重要であったであろう儀礼は,象 徴的知識を維持

すべき最高位の女祭司のあいだにおいてさえ,み ごとに棄却される一例である。こう

した 「伝統的」行事が消滅するや,そ れを実施 していた当時の来訪者が聞けなかった

秘話が,や がて筆者にも公言されるようになる。秘儀が消滅 しておよそ20～30年 後の

ことである。神鉦を鳴 らしたのは島袋の記述にあるように,ヌ ル自身であった。重要

な祭場では 「ウムィ」と称する神歌をカミンチュたちが唱和するが,そ の最後の神歌

である「アシビブシ」(神遊び節)を 歌うときに,カ ミンチュはヌルを囲むようにして,

ヌルを外からみえぬように隠したという。す るとそのときヌルが鉦を鳴 らし,そ れを

聞く人びとは神の声を聞いたと感 じて喜んだ。神の声を聞けば今年はよいことがある

とされたという。重要であったであろう秘儀がどうして消滅 したのか,現 任のヌルは
                       

秘儀の存在や理由を前代のヌルから聴いてはいても,前 代のヌルの晩年から消滅して

いたこの儀礼の消滅理由は,伝 えられてはいなかった。

 しかし神鉦儀礼の消滅に関 して,少 な くともこのようなことはいえるのではなかろ

うか。前代の知識を継承するうえで,伝 えられるべきもののすべてが伝承されている

とはかぎらない,と いうことである。あるいは何を伝えるべきかは前代の知識をもつ

者の判断によっており,何 を受け継 ぐべきものであるかは,後 代の知識の学習者の判

断によっている,と いうことでもあろう。民俗的知識の伝達は,こ のようにメッセー

ジの送 り手 と受け手双方のあいだで,双 方の判断がはたらき,取 捨選択されている可

能性は多分にあるであろう。その例証としては好例ではないが,1例 をあげよう。琉

球大学民俗研究 クラブの平良調査報告に,た とえば 「麦穂祭」という行事が旧暦2月

の行事 として存在 したことが載せ られている[琉 球大学民俗研究クラブ 1961:54]。

しかし1961年当時としてすでに麦作は行なわれていなかったようなので,当 時におい

てさえ過去の出来事であったろうと思われる。すなわちこの祭りは,稲 を植えてのち

酒肴 ・米を重箱につめて 「ヌルダー」(祝女の職田)へ 運び,麦 に虫がつかぬように祈

願 した行事であったという。 しかしそれか ら約20年 後に,筆 者がこのような行事があ

ったかどうか話者にたずねてみても,こ の事実を知 っている者(伝 え聞いている者)

は皆無であった。 もっと適当な話者を探せば,あ るいは伝え聞いている者がいたかも
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 しれない。しか し 「麦穂祭」にかぎらず,他 にいくつかの行事がすでに伝えられてお

 らず,世 代間における伝承の断絶を予想するに十分な事例は数多 く存在 している。こ

 のような知識伝達の断絶に関して,そ の要因を環境条件の変化,と りわけこの事例の

 場合は生業の変化にもとめることは容易である。すなわち麦作ははるか昔になくなっ

 たのだから,そ のような行事 に関する知識の伝達は不要となった,と 。しかしそのよ

 うな推測は,き わめて安易にすぎる。稲作もまたこの十数年間に廃れているのだが,

 稲穂を用いる行事や稲作に関する行事は,り っぱに伝えられているのである。結論を

 手短かにいうのなら,伝 達されるべき知識は,や はり伝達する/さ れる当事者間で判

 断 ・選択されている,と いわざるをえない。環境条件の変化が当事者間の知識伝達に

 影響を与えるかいなかは,あ くまでも来訪者側の判断であって,当 事者間の知識伝達

 には無縁ではないにしても,や はり別問題とかんがえるべきであろう。

  知識の伝達は,'伝達する世代間において任意に行なわれている。 したがって知識の

 伝統性 というものは,た とえ当事者の陳述がえられ信条が述べられたとしても,か な

 らずしも当事者の主観的認識どおりには実現されるものではない。 と同時に民俗的知

 識 は,個 人の0生 を通 じセ学習され累積されていく性質をもつものであり,個 人によ

 る知識の変化があることもまた考慮されねばならない。 しかもまたその個人的知識が

一 公の支持を得だ象徴的知識であ「つた一とするな一らば「その一知識の変化な ゴミ三三 テ君こ

 少なか らぬ影響を及ぼすであろうし,来 訪者としての人類学者 にとっては民族誌的記

 述に少なからぬインパクトを与えることにもなろう。旧暦6月 に行なわれる稲の収穫

 感謝祭であるウフウイミ(大 折目)の 神事は,23日 の迎神儀礼から実施される。これ

 を 「カミウンヶ一」(神御迎え)と 称 し,東 方海上の神郷 「ウプアガ リジマ」(大東島)

 から,海 神が神舟に乗 って人間界に渡御 してくるのを,女 祭司たちが中心とな って迎

 えるのである。神郷から到着 した神舟は,川 田東方の浜にある 「ウサチリューグ」

 (御先竜宮)と 称する遙拝祠に着 き,そ こか ら川田東方にある聖なる森,「 タカデーラ

 ゥタキ」(高平良御嶽)に 鎮座するといわれてきた。この記述は筆者の近著にも再録 し

 [渡辺 1985],ま た筆者の調査以前にも,琉 球大学民俗研究 クラブ[1963]の 調査者

 が聴取していた内容であった。 このようなかんがえかたに立つ場合,神 事はタカデー

  ラゥタキから海神を迎えることによって実施されるという解釈がえられ,海 神 は女祭

 司によって村落に導かれるのである。23日 当日,女 祭司がタカデーラウタキを遙拝す

  るのもそのためだとされていた。筆者の十数年まえのフィール ド・ノー トには,こ の

 ような内容が書 き込まれている。しかし少なくともその約10年 後の聴取および観察調

 査か ら得 られた話では,海 神の来訪およびその神観念に関し,重 要な変化が生 じてい
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た。ちなみにデータは10年 まえとおなじ話者か ら,ほ ぼおなじ脈絡において尋ねて得

られたものである。すなわち神郷より来訪する海神は,川 田ではなく平良浜に到着す

るのだといい,浜 から 「ヌンドゥンチ」(祝女殿内。 ヌルの住家であるが,平 良では
アシアゲ                         カミミチ

神祭場をもふ くめてそう呼ぶ)に 通ずる神道をつたってヌンドゥンチに至り,そ こに

祀 られている「ウミチムン」(火神)に 宿るのだという。これには迎神儀礼に際 して,

神祭場の南側入口を拝むのはそのためだ,と いう理由づけがなされている。やがて海

神を迎えてのさまざまな神事が行なわれるのであるが,神 事は 「チヂヌカミ」と称す

る自分の守護神を愚依することによって実行され,海 神を迎えて神事が行なわれるの

ではな く,海 神 と女祭司が一体,す なわち愚依状態で実施されるのだ,と いうのであ

る。同0の 神事に関する二つの解釈の通時的相違。これを人類学者はどのように解釈

すればよいのであろうか8)。10年 前の聴取がまちがっていたのであろうか,そ れとも

話者それ自体の知識の変化によるのだろうか。話者が10年 前の陳述を記憶 しておらず,

来訪者のフィール ド・ノートにのみ一方的に残 っているこの話の内容は,も とより上

記のいずれの疑問にも答えうる客観的材料はない。その傍証 となりうる儀礼的手続 き

は,こ の10年間ほぼおなじで,こ の神観念の相違をた しかめるてだては,儀 礼的手続

きのなかには存在 していない。すなわちこの解釈の相違は,ま ったく解釈のなかにの

み存在 しているのである。沖縄では来訪する不可視の海神が神であれば,女 祭司もま

たカミンチュ(神 人)と 称されるように神であり,そ れぞれ神役には固有の神名一た

とえば 「ニガ ミ」(根神),「 ウフガ ミ」(大神),「 ワキガミ」(脇神)な ど一が与えら

れている。一般の人びとの態度は,女 祭司が神を迎えながら儀礼をしようが,女 祭司

に神が愚依 して儀礼を行なおうが,神 事に対する厳粛な態度はおなじである。どちら

かの解釈にた って儀礼を観察すれば,い ずれの解釈かが論理的矛盾をきたすのではな

いか,と 来訪者の論理で推理 してみても,い ずれの解釈にも儀礼的手続 きとの矛盾が

看取されうるのである。すなわち海神を先導 しての神事であるにしては,あ らゆる祭

場でたえず海神に配慮を行なう儀礼がみられない(た とえば海神に供える供物 と称 し

て供物をささげることがない)。 また,海 神が愚依 して行なわれる神事にしては,あ

らゆる祭場で海神=祭司が村落や家の神がみに対 して神歌を歌い 供物をささげること

になるし,だ いいち 「ウムイ」(神 にささげる歌)を 海神二祭司が歌うというのは,儀

8)シ ュナイダ7と おな じよ うに原理上の不変について説 くならば[ScHNEIDER .;.],海 神が

女祭司に迎え られる存在か愚依す る存在か,川 田に到着するのか平良 に着 くのかを問わず,そ

こに一貫 してい るのは,海 神が来訪神であ り豊作 は海神が主 としてもた らす ものだとい うこと

であ り,迎 神儀礼は豊作 に対する人間側の神への感 謝儀礼 の開始を意味する,と いうことであ

る。儀礼のパー フォーマ ンスにほとんど変化はない し,儀 礼的doingに おいて原理上の変化 は

ない といえ る。
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礼 目的からして論理的に矛盾 している。神事を行なうプログラムである象徴的知識 と

いうものは,さ きにも触れたように,来 訪者の醒めた論理では解せない内容のものが

数多く存在する。象徴 こそその成分の恣意的連合によったものだか らであり,知 識の

不当性を,も し指摘しうるとすればそれは前節で指摘したように,当 該コミュニティ

内部における私的象徴の公共化によってのみ可能なのである。来訪者としての人類学

者が指摘 しうることは,人 類学者の聴取が正確であったと仮定して,当 事者の無意識

のうちに,時 間を隔てて知識が変化したと指摘することだけであろう。

 当事者が意識していない知識の変化は,こ のように人類学者の困惑を招 くが,多 く

は個人的知識の変化に対 して,幸 い当事者自身が意識的である。 「当時はあのように

かんがえていたが,人 に聴きまた本を読み調べてい くうちに,し だいにこうではない
                               オオギ ミ  タミナト

かとかんがえられるようになった」と明確に語るのは,東 村の隣村,大 宜味村 ・田港

のある話者である。「田港は今帰仁城主の子孫が創った村だとかんがえてきたが,ど う

もそのまえに田港古来の田港大主(タ ンナーウフスー)が いた らしい。その一族に今

帰仁城主の子孫の次男が養子に入って,以 後田港の先住ムンチュウは今帰仁との関係

をもったらしい。だから田港の聖地 ・拝所は,こ れこれの意味がな くてはならない」,

という具合である。もちろん筆者の記述とは,こ の話の内容はことなっており,こ と

なるのは当然である[cf.渡 邊 1985]。 東村 ・川田でも一時期(現 在はない)先 住ム

ンチュウの系図が掲げ られていたが,そ の系図も誰がつ くったかは定かでないが,筆

者の聴取 してきたある体系的知識の一つを代表するもので しかなかった。その後全村

あげて系譜認識が一致 したかいなかは定かでないが,系 図を明示することによって何

人かの系譜的知識に変化が生 じたことはたしかである。知識の変化,そ れも個人の一

生を通 じての変化ということは,あ りうる当然の現象であり,そ れは知識それ自体の

性格に由来 している。それを固定的 ・静態的に捉えようとする意識は,川 田順造が言

うように 「伝統的」なるものに依存 し自分の枠組にこだわりつづけている当事者およ

び来訪者だけのもので しかない,と もいえるのである。

5.民 俗的知識 の動態的把握

沖 縄 研究 は その きわ め て早 い時 期 か ら,た とえ ば常見[1965],山 路[1968],松 園

[1970],村 武[1973;1975]な ど にみ られ る よ う に,社 会 の 動態 的研 究 に着 目 して き

た し,民 俗 宗教 の研 究 にお い て も,い わ ゆ る歴史 民 族 学 的研 究 を の ぞ い て も,た とえ

ば馬 淵[1974a;1980],伊 藤[1980],そ して筆 者[1985]な どの よ うに,儀 礼 の脈 絡
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に応 じて変 りうる象徴的構成要素の連合関係に着目していた。前者のいわゆる社会動

態論からみれば,沖 縄社会は地縁から血縁へ,家 筋から血筋へとこの100年 のあいだ

に急速な変化を遂げ,さ らに父系出自集団が拡大 ・再編されていくかの結論をみるこ

とができる。他方,後 者の変移的双分方式論,状 況の論理の観点,塑 形的モデル論な

どからみれば,沖 縄の宗教的世界はコミュニティの単位ごとにことなる儀礼表現を伝

承しており,か つまた一つのコミュニティ内部においても,儀 礼ごとにことなる神観

表現,あ るいは象徴表現をあ らわにすることが指摘されてきた。前者にいう沖縄社会

の原理の可変性,後 者にいう沖縄の宗教的世界のヴァリエーションは,そ のまま沖縄

の人びとの民俗的知識の変化と変異の,双 方の性質を正確に指摘 してきたものと捉え

なおすことができるであろう。慶佐次のある家では,位 牌として祀 られている始祖が,

いわゆる「イナググワンス」(実 家で生まれた女の位牌)で あり,こ の村落の 「常識」

としては変則的であった。祖先は位牌であろうが甕棺であろうが,結 婚 しているなら

夫婦一体でなければならぬことは,本 文中にも触れたことである。そこで,そ の女の

位牌の夫であるとされた位牌 と 「結婚」させ,宇 宙の秩序を正す儀礼が催された。い

わゆる「グソーヌニービチ」(冥 婚)で ある。女の位牌が男の家に移されることによっ

て,女 の位牌の実家の系譜はすべて父系的なものとなるわけであるが,も しも女の位

牌 と男の位牌とが別系統のムンチュウであったとしたならば,そ れは沖縄の通念から

して 「シジタダシ」(筋正 し,父 系の貫徹化)の 儀礼であることになり,先 学が指摘 し

てきたような社会原理の変換ということになったであろう。ただ し慶佐次のこの例で

は両家はおなじムンチュウとされており,一 族の帰属の変更はなかったが,肝 要な

のは社会原理の変換がなされようがなされまいが,ム ンチュウという団体のルール,

夫婦0体 の原則,系 譜認識,そ して冥婚儀礼などにともなう民俗的知識は,す べて後

年獲得されたものであるということである。あるいは民俗的知識のあきらかな変更,

公共的知識たる 「常識」の変更がここにみられるということである。もちろんこの公

共的知識が,い わゆるユタによってもたらされたことは言をまたない。 この例はさき

にいう民俗的知識の変化の原則が,時 代時代に存在 している好例であるが,ユ タをは

・じめとする象徴的知識に一般の人びとがしたがうかいなか,誰 の象徴的知識に人びと

がしたがうかの判断や選択的余地 もまた,さ きに触れてきたようにその時代に存在 し

ている。 したがって,さ きにいう相異なる民俗的知識の併存と葛藤,す なわち民俗的

知識の変異=ヴ ァリエーションの原則も同時代のうちに存在 している。 民俗的知識の

変化と変異という,'一見相異なるかにみえる原則も,民 俗的知識がコミュニティ内部

においてどのような成層性 ・正当性 ・拮抗性 ・伝統性を帯びているかによって一つの

31



国立民族学博物館研究報告  別冊3号

原則のなかに抱摂されうるであろう。われわれは当該 コミュニティの民俗的知識を代

表させて民族誌を編むまえに,こ うした民俗的知識の立体的 ・動態的性質を,あ らか

じめ十分に知 っておく必要があろうかと思う。

 筆者が,話 者から得 られた情報を研究者の分析概念に翻訳 して,事 例の一般化をめ

ざすいわゆるエティックな理論研究から,情 報提供者そのもののもつ知識や,独 特な

話体にもとつ く陳述をそのまま記すことによって,個 人的ないしは常識的な知識の性

質を知ろうとする,い わゆるエミックな理論研究に関心を移そうとしたのは,沖 縄 ・

与那国島の共同調査研究のあとからであり,そ の報告書を作成 してのちのことである

[渡邊 ・植松編 1980]。 共同調査の数年間に,共 同調査者杉島敬志のいわゆる 「知識

人類学」(anthropology of knowledge)の 影響をうけたことがそのきっかけであった。

杉島の 「社会的知識論」は,そ の後,よ り具体的に親族論の是否をめぐる論争のなか

で開陳されるが[杉 島 1982],分 析概念の普遍性よりも個別社会の論理性 ・個別性で

あるとする人類学の 「知識革命1は,内 外の類種の主張の存在とも相まって,も はや

留めることのできない人類学の至上課題となってきたかに思える。本稿は,杉 島や

その他の研究者たちが試みてきたように,人 類学における分析概念の恣意性や非普遍

性に対する批判に向けられたものではないし,分 析概念の不適合を個別社会に固有の

社会的知識を例にあげて,批 判 しようとしたものでもない。 しか し杉島が唱えようと

した個別社会の論理や固有の社会的知識が,個 別社会内部においていかに多重的であ

り,変 化と変異に富んでいるかを例証 し,知 識の性質に関する0般 理論をめざそうと

したことと,杉 島の主張とは決して矛盾 しないであろうと思われる。なるほどかつて

キージング(R.M. KEESING)が 示唆 したように,モ ノグラフに描かれた内容は個別

社会間のへだた りよりもむしろ,研 究者間の事例の概念化のへだたりのほうがはるか

に大きいことが例証されて,今 日に知られている[KEEsING I 970:765]。 今後はし

たがってクーパー(A.KUPER)の 主張するように,一 方で研究者の分析概念の変換と

人類学的分析概念の再開発が行なわれるであろう[KuPER l982:92-93]し,「 人類

学の人類学」に関する議論 もますます盛んとなるであろう。 しか し,民 族誌は来訪者

と話者 との知識によって構成されるものである[CRIcK 1982a:15-37]。 個別社会

間の民俗的知識の内容の相違もさることながら,普 遍的規準にもとつ く比較を困難に

しているのは,そ の性質の相違であり陳述の性質の相違である。かつまた人類学者 と

対話 した話者(情 報提供者)の 知識の動態的性質である。来訪者 と話者,「 われわれ」

と 「他者」との双方の知識の性質を検討することなしに,民 族誌的事実と人類学思想

史の所在をあきらかにすることはできないであろう。
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 ミク ロ ネ シ ア ・ヤ ップ 島 に お いて,ド イ ッ統 治 下 の人 び との 知識 に は,性 交 と妊 娠

とは直接 に関 係 が な い とされ て い た よ うで あ る[牛 島 1979:58-59]。 子 供 は先 祖 霊

(thagith)が 与 え て くれ る もの とか ん がえ られて お り,先 祖 霊 に願 え ば子 供 が で き る

と され て い た。天 にはmaanと'い う精 霊 が い て,そ の精 霊 が女 の身 体 に は い って 腹 の

なか にい る とき,仕 事 を して子 供 をつ くる とい う。牛 島 の この説 明 は シュナ ィダ ー(D.

M.SCHNEIDER)に も とつ くもの で あ るが,シ ュナ イダ ーの 後 年 の議 論 に'お い て は

説 明 材料 こそ若 干 こ とな るが一 じつ は この点 こそ重 要 な の だ が,こ こで は詳 述 で きな

い一,初 期 の調 査 にお い て ほ ぼ同 様 の説 明 を,ヤ ップ 島民 か ら得 た とい う[SCHNEIDER

l984:28]。 妻 が 一生 懸 命 はた らき夫 の老 い た親 た ちを世 話 し,礼 儀 にか な った行 為 を

行 な った とい うこ とで,夫 のtabinauの 先 祖 霊 が喜 び彼 女 に好 意 を よせ るな ら,先 祖

霊 は彼女 を妊 娠 させ る こ とに よ って報 い るの で あ る。 性 交 は夫 婦 の 双方 に対 す る権 利

で あ り,快 楽 の行 為 で あ る とヤ ップ 島 民 に み な さ れて い る。 しか しシ ュナ ィダ ー の調

査 した 時期 に は,妊 娠 に必 要 な もの で あ る とは み な され て い な か った0決 定 的 な要 素

は,先 祖 霊(thagith>が 精 霊(marialang)に と りな しを してや る こ とであ り,こ の

精 霊 が 母 の 「腹 」 に い る子 供 を 形 づ くるた め,あ る精 霊 を あ て が うこ とに よ っ て妊 娠

を達 成 させ る こ とで あ る。 こ う した シ3ナ イダ0の 「信 用 の お け る」 情 報 に対 して,

お よそ20年 後 に な され た ラ ビー(D.Labby)の 調査 で は,先 祖 霊 の 仲 介 を す る もの

と して 依 然精 霊(marialang)が 重 要 で はあ った が,20年 ま え と は う って 変 っ て 性 交

は妊 娠 に必要 な もので あ る とみ な され て い た 。 そ の かん がえ か た とは,男 が種 を植 え

女 が菜 園 の よ うな存 在 で,種 が育 て られ 養 な わ れ ね ば な らぬ こ とが女 に生 ず る とい う

こ とで あ る。 男 は菜 園 で 「仕 事 」 を し,そ の 菜 園 の収 穫 物 に権 利 を もって い るが,そ

の収 穫 物 そ の もの は男 に属 す る もの で はな い 。 す な わ ち,子 供 は母 に属 す るか らで あ

る。 しか し,シ ュ ナ イダ ー に した が え ば,ヤ ップ島 民 の この 説 明(知 識)の 変化 は,決

して原 理 上 の 変化 で は な いは ず だ と い う。 す なわ ち男 のす る こ と,精 霊 のす る こ と,

先 祖 霊 の実 際 的 な仲 介,女 の種 の養 育 と保 護,子 供 を つ くる とい う良妻 た る女 の パ ー

フ ォーマ ンス は す べ て,「 仕 事 」(magar)で あ り[SCHNEIDER l984:73],人 び とや

霊 の 「doing」 こそ この 社会 を理 解 す る鍵 だ か らで あ る。 な お ま た,シ ュ ナ イダ ーの

い うよ うに,性 交 が妊 娠 にか か わ る とい う知 識 は,ス ペ イ ン ・ドイ ツ ・日本 ・ア メ リ

カ の永 年 の 占 領 とそ の後 の学 校教 育 に よ る知 識 の強制 に よ って 得 られ た も のか も しれ

な い[ScHNEIDER 1984:121]。 しか し筆 者 に と って重 要 な こ とは,人 び との こ う し

泥 知識 の変 化 で あ り,そ れ に も とつ く人 類 学 者 の記 述 の変 化 で あ る。 もと よ り この よ

うな知 識 の 変 化 の 「発 見 」 は,人 類 学 者 の知 識 に も委 ね られて い る。話 者 への 特 定 の
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質問を行なうことなしに,こ のような変化は発見されないからである。そして入類学

者の知識 もまた変化する。「われわれ」と「他者」の知識の変化 と変異の双方があるこ

とを前提とすることなしに,安 易に 「偽りの民族誌」やその逆の 「正確な民族誌」な

どと指摘することは,で きないのではないか。本稿は,そ れをとくに話者側の知識的

世界のありようを例証することによって,主 張しようとした試論にすぎないといえる                          t

で あ ろ う9)。
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